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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 第１期

決算年月 平成20年２月

(1）連結経営指標等   

売上高 (百万円) 101,314

経常利益 (百万円) 10,434

当期純利益 (百万円) 5,453

純資産額 (百万円) 75,493

総資産額 (百万円) 91,158

１株当たり純資産額 (円) 1,496.94

１株当たり当期純利益 (円) 108.07

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
(円) －

自己資本比率 (％) 82.8

自己資本利益率 (％) 7.4

株価収益率 (倍) 17.5

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
(百万円) 9,110

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
(百万円) △7,748

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
(百万円) △2,209

現金及び現金同等物の期

末残高
(百万円) 16,754

従業員数

（外、平均臨時雇用者

数）

(人)
1,860

(5,066)

　（注）当連結会計年度の連結財務諸表は、株式会社ドトールコーヒー及び日本レストランシステム株式会社が

　　平成19年３月１日に統合されたものとして作成しております。
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回次 第１期

決算年月 平成20年２月

(2）提出会社の経営指標

等
  

営業収益 (百万円) 1,749

経常利益 (百万円) 1,606

当期純利益 (百万円) 1,603

資本金 (百万円) 1,000

発行済株式総数 (株) 50,609,761

純資産額 (百万円) 70,182

総資産額 (百万円) 70,196

１株当たり純資産額 (円) 1,386.96

１株当たり配当額

（うち１株当たり中間配

当額）

(円)
－

(－)

１株当たり当期純利益 (円) 31.68

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
(円) －

自己資本比率 (％) 100.0

自己資本利益率 (％) 2.3

株価収益率 (倍) 59.6

配当性向 (％) 78.9

従業員数

（外、平均臨時雇用者

数）

(人)
 

－

　（注）１．第１期の事業年度は平成19年10月１日から平成20年２月29日までであります。

        ２．営業収益には、消費税等は含まれておりません。

        ３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
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２【沿革】

年月 事項

昭和37年４月 ㈲ドトールコーヒーをコーヒー焙煎加工卸販売を目的に設立。

昭和48年４月 ショウサンレストラン企画㈱設立。

昭和48年６月 ジャーマンレストランシステム㈱設立。

昭和51年１月 ㈲ドトールコーヒーを株式会社に組織変更。

昭和53年６月 ショウサンレストラン企画㈱とジャーマンレストランシステム㈱が合併し、商号を日本レストラ

ンシステム㈱に改める。

平成５年８月 ㈱ドトールコーヒー、日本証券業協会に株式を店頭登録。

平成12年11月 ㈱ドトールコーヒー、東京証券取引所市場第一部に株式を上場。

平成15年７月 日本レストランシステム㈱、東京証券取引所市場第二部に株式を上場。

平成16年11月 日本レストランシステム㈱、東京証券取引所市場第一部に指定。

平成19年４月 日本レストランシステム㈱及び㈱ドトールコーヒー（以下、総称し「両社」という）は、株主総会

の承認決議等所要の手続きを経た上で、株式移転により共同で持株会社（当社）を設立すること

を両社の取締役会で決議し、基本合意書を締結。

平成19年５月 両社は、基本合意書に基づき共同して株式移転計画書を作成。

平成19年６月 両社の株主総会において、両社が共同で株式移転の方法により当社を設立し、両社がその完全子会

社となることについての承認を得る。

平成19年10月 両社が共同で当社を設立し、当社普通株式を東京証券取引所に上場。
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３【事業の内容】

　当社グループは、当社（共同持株会社）と子会社15社及び関連会社2社で構成され、コーヒーの焙煎加工並びに販売

および多業態の飲食店経営を主力事業とし、そのほか、フランチャイズチェーンシステムによる飲食店の募集および

加盟店の指導事業、食料品の販売事業等を主な事業内容とし、さらに各事業に関連するサービス等の事業活動を行っ

ております。

　当社グループの事業に係る位置付け、事業の内容及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。

①　事業内容

 　　（１）小売事業

 　　　（レストラン部門）

 　　　　子会社日本レストランシステム㈱が直営でレストランチェーンを経営しております。なお、仕入機能として、

       日本レストランベジ㈱（青果物の仕入）、日本レストランフーズ㈱（食肉類の仕入）、日本レストランサプライ

       ㈱（包材等の仕入）があり、製造および加工の機能として、日本レストランコンフェクショナリー㈱（洋菓子の

       製造）、日本レストランプロダクツ㈱（ソース等の製造）、日本レストランハムソー㈱（ハム等の製造）があ

       り、物流機能として日本レストランデリバリー㈱、サービス機能として日本レストランサービス㈱（デザイン、

       メンテナンス等）があります。

　　　 　また、子会社のエフアンドエフ㈱は、直営店で自然食品を販売しております。さらに関連会社のＴ＆Ｎネット

　　　 サービス㈱はインターネット等を利用した通信販売業を、らでぃっしゅぼ－や㈱は有機野菜や無添加食品を

　　　 宅配で販売しております。

 　　　（喫茶部門）

 　　　　子会社㈱ドトールコーヒーが直営店を運営し、コーヒー、食品および器具等を販売しております。

 　　（２）卸売事業

 　　　　子会社㈱ドトールコーヒーが、フランチャイズ加盟店、一般喫茶店、レストラン等へコーヒー等を卸売する、

　　　 フランチャイズ加盟店より加盟金・ロイヤリティ等の収入を得ております。また、㈱マグナが厨房機器の卸売

　　　 り、㈱マドレーヌコンフェクショナリーがケーキ類の製造・卸売りを行っております。

 　　（３）その他の事業

 　　　　　子会社㈱ドトールコーヒーが、フランチャイズ加盟店等の店舗設計管理業務等を行っております。
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②　事業系統図
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業内容
議決権の所有
割合（％）

関係内容

（連結子会社）      

㈱ドトールコーヒー

 （注）２
東京都渋谷区 11,141

小売事業(喫茶)・

卸売事業・その他

の事業

100.0 役員の兼任５名

日本レストランシス

テム㈱

 （注）２

東京都渋谷区 3,505
小売事業(レストラ

ン)
100.0 役員の兼任３名

㈱マドレーヌコン

フェクショナリー

 （注）２

東京都江東区 430 卸売事業
100.0

(100.0)
役員の兼任３名

㈱マグナ

 （注）２
東京都港区 100 卸売事業

100.0

(100.0)
役員の兼任３名

日本レストランベジ

㈱
東京都渋谷区 20

小売事業(レストラ

ン)

100.0

(100.0)
役員の兼任２名

日本レストランフー

ズ㈱

 （注）２

川崎市川崎区 100
小売事業(レストラ

ン)

100.0

(100.0)
役員の兼任２名

日本レストランデリ

バリー㈱

（注）２

東京都渋谷区 100
小売事業(レストラ

ン)

100.0

(100.0)
役員の兼任２名

日本レストランサプ

ライ㈱
東京都渋谷区 20

小売事業(レストラ

ン)

100.0

(100.0)
役員の兼任２名

日本レストランコン

フェクショナリー㈱

 （注）２

東京都渋谷区 100
小売事業(レストラ

ン)

100.0

(100.0)
役員の兼任２名

日本レストランプロ

ダクツ㈱

三重県度会郡玉

城町
30

小売事業(レストラ

ン)

100.0

(100.0)
役員の兼任２名

日本レストランサー

ビス㈱
東京都渋谷区 77

小売事業(レストラ

ン)

100.0

(100.0)
役員の兼任２名

エフアンドエフシス

テム㈱

 （注）２

東京都渋谷区 100
小売事業(レストラ

ン)

100.0

(100.0)
役員の兼任２名

日本レストランハム

ソー㈱
東京都渋谷区 10

小売事業(レストラ

ン)

60.0

(60.0)
役員の兼任１名

（持分法適用関連会

社）
     

Ｔ＆Ｎネットサービ

ス㈱
東京都渋谷区 50 小売事業

50.0

(50.0)
役員の兼任１名

らでぃっしゅぼーや

㈱
東京都港区 407 小売事業

21.0

(21.0)
役員の兼任なし

　（注）１．「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．特定子会社に該当しております。

３．議決権の所有割合の（）内は、間接所有割合で内数であります。

４．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
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５．㈱ドトールコーヒー、日本レストランシステム㈱については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除

く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

　　主要な損益情報等

　　　　㈱ドトールコーヒー　　　（１）売上高　　　　68,680百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　（２）経常利益　　　 4,412百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　（３）当期純利益　　 2,160百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　（４）純資産額　　　41,828百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　（５）総資産額　　　52,740百万円

 

　　　　日本レストランシステム㈱（１）売上高　　　　28,356百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　（２）経常利益　　　 5,090百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　（３）当期純利益　　 2,793百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　（４）純資産額　　　28,525百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　（５）総資産額　　　32,336百万円

５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年２月29日現在

事業区分 従業員数（人）

小売事業（レストラン部門） 780(2,069)

小売事業（喫茶部門） 399(2,911)

卸売事業 412 (63)

その他の事業 39 (1)

共通 230 (22)

総計 1,860(5,066)

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２．共通として記載されている従業員数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているものでありま

す。

(2）提出会社の状況

　 平成20年２月29日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

－  － － －

　（注）平成20年２月29日現在、従業員はおりません。当社は持株会社であり、経理事務処理業務等に関しては㈱ドトー

　　　　ルコーヒー及び日本レストランシステム㈱に委託しております。

　

(3）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

EDINET提出書類

株式会社ドトール・日レスホールディングス(E03518)

有価証券報告書

  8/152



第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

 当連結会計年度におけるわが国の経済は、好調な企業収益や設備投資の増加を背景に緩やかな回復基調で推移しま

したが、米国のサブプライムローン問題に起因する金融市場の混乱や原油価格及び原材料の高騰による商品価格への

転嫁が進むなど、先行き不透明な状況となりました。

　外食業界におきましては、「食の安全」に対する消費者の意識の高まりに加え、食材価格の高騰や従業員確保のため

の費用増加も重なり、厳しい経営環境で推移しました。

　このような状況下、当社グループは、平成19年10月1日、日本レストランシステム㈱と㈱ドトールコーヒーの両社の株

式移転により経営統合し、多様化したお客様の心の奥底にある期待感に応えることのできる「外食業界における日本

一のエクセレント・リーディングカンパニー」の地位確立を目指し、新たなスタートを切りました。

　当連結会計年度につきましては、新規業態の立ち上げや既存店の活性化、新規店舗の展開など営業基盤の拡充に取り

組みました。また、商品力の強化のために関連会社の設立などを行いました。なお、新規店舗につきましては、グループ

全体で94店舗（ＦＣ店舗含む）の新規出店を致しました。

　以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高が101,314百万円、営業利益10,004百万円、経常利益10,434百万円、当期純

利益5,453百万円となりました。

各事業区分別の概況は次の通りであります。

　なお、当有価証券報告書は、設立第１期として最初に提出するものでありますので、前年同期との対比は行なってお

りません。当社の第１期事業年度は平成19年10月１日から平成20年２月29日までの５ヶ月間となっております。

　また、当連結会計年度は平成19年３月１日から平成20年２月29日までであり、連結子会社の決算期を当社にあわせ２

月末日に変更し、平成19年３月１日から平成20年２月29日における数値を連結しております。

 

（小売事業）

＜レストラン部門＞

　日本レストランシステムグループ

  商品政策面では、味に徹底的にこだわり商品の価値を高めることとサービスの向上に注力し、「洋麺屋五右衛門」

等の新メニューの開発を行うほか、季節感を取り入れたおすすめメニューを強化し既存店の活性化に努めました。ま

た、「俵屋じゅう兵衛」、「若軍鶏」、「麦とオリーブ」、「カフェ　ブーケ」などの新業態を開発しました。

　店舗展開につきましては、立地を厳選し23店舗を新規に出店しました。既存店につきましては、顧客の嗜好に合わせ

て15店舗を業態変更し、また、家主の都合及び立地悪化等が原因で7店舗を閉店しました。これらの結果、小売事業のレ

ストラン部門における売上高は300億22百万円、営業利益は59億52百万円となりました。

＜喫茶部門＞

　ドトールコーヒーグループ

  主な業態の既存店の状況は、お客様の心の奥底にある期待感に応えるサービスの展開を図り、年間計画に沿った和

風キャンペーンやゴマキャンペーンなどによる単価の高い商品の販売が好調に推移しました。また主力業態であるド

トールコーヒーショップ、エクセルシオール・カフェは、ともに客数で前年比を上回ることができました。なお、当期

は「バリッシモ」や「ごちそうグリル」など新業態を開発し、新たな収益源としての展開を図ってまいりました。こ

れらの結果、小売事業の喫茶部門における売上高は296億52百万円、営業利益は20億40百万円となりました。

（卸売事業）

　ドトールコーヒーグループ

　卸売事業部門においては、キャンペーン効果による既存店の単価アップが奏功し、売上を順調に伸ばすことができま

した。一般卸売上においては、コンビニ向けチルドの新商品を積極的に展開するとともに、ドリップやコーヒー原料の

販路拡大に注力したことで、ほぼ計画通りの結果を残すことができました。これらの結果、売上高は419億20百万円、営

業利益は52億27百万円となりました。

（その他の事業）

　ドトールコーヒーグループ

　その他の事業部門においては、グループ外における新たな顧客からの新規受注を獲得できたことや従来から進めて

いる改装・分煙の実施が順調に進捗したことなどにより、ほぼ計画通りの売上高を確保することができました。

しかしながら、原油価格上昇などに伴う店舗資材の仕入コストの上昇もあり、資材の調達方法を含めたコストの削減

など、新たな施策を検討しております。これらの結果、売上高は12億５百万円、営業損失は２百万円となりました。
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(2）キャッシュ・フロー

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、新規出店等のための設備投資及び投資有価証券の取

得による支出があったものの、税金等調整前当期純利益が9,670百万円となったこと等により、当連結会計年度末には。

16,754百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益9,670百万円、減価償却費2,725百万円、法人税等の支

払額3,610百万円等により、9,110百万円の収入となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店等の有形固定資産の取得による支出5,908百万円、敷金保証金の差入

による支出1,219百万円、関係会社株式取得による支出1,439百万円、投資有価証券の取得による支出5,525百万円等によ

り、7,748百万円の支出となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出848百万円、自己株式の取得による支出826百万

円、配当金の支払額812百万円等により、2,209百万円の支出となりました。

（注）前年同期比につきましては、当連結会計年度が設立初年度であるため記載しておりません。　　
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

当連結会計年度の生産実績を種類別に示すと、次のとおりであります。

種類別
当連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

前年同期比（％）

コーヒー（百万円） 5,180 －

菓子・デザート類（百万円） 1,835 －

ソース類（百万円） 551 －

惣菜類（百万円） 240 －

ドレッシング類（百万円） 69 －

コロッケ類（百万円） 26 －

その他（百万円） 241 －

合計（百万円） 8,146 －

　（注）１．金額は製造原価によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）仕入実績

当連結会計年度の仕入実績を種類別に示すと、次のとおりであります。

仕入品目種類別
当連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

前年同期比（％）

小売事業   

 レストラン部門（百万円） 5,114 －

 喫茶部門（百万円） 6,037 －

　 小計（百万円） 11,152 －

卸売事業（百万円） 21,589 －

その他の事業（百万円） 885 －

合計（百万円） 33,626 －

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

当社グループは、見込み生産を行なっておりますので、受注状況については記載すべき事項はありません。
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(4）販売実績

　当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業区分別
当連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

前年同期比（％）

小売事業   

レストラン部門（百万円） 30,022 －

喫茶部門（百万円） 29,652 －

小計（百万円） 59,674 －

卸売事業（百万円） 40,724 －

その他の事業（百万円） 915 －

合計（百万円） 101,314 －

　（注）１．金額は外部顧客に対する売上高を示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．主な相手先別の販売実績及びその割合については、いずれも売上高の100分の10未満のため、記載を省略

　　しております。

４．小売事業及び卸売事業の地域別売上高及び卸売事業の品目別売上高は以下のとおりであります。

①　小売事業　地域別売上高

地域

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日） 期末店舗数

売上高（百万円） 前年同期比（％）

北海道地区 1,502 － 19

東北地区 1,093 － 13

関東地区 41,844 － 443

甲信越・北陸地区 55 － 1

中部地区 4,155 － 50

関西地区 7,886 － 89

中国地区 1,061 － 15

九州地区 2,074 － 32

合計 59,674 － 662

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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②　卸売事業　地域別売上高

地域

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日） 期末店舗数

売上高（百万円） 前年同期比（％）

フランチャイジー向  －  

北海道地区 283 － 12

東北地区 1,668 － 70

関東地区 20,084 － 815

甲信越・北陸地区 653 － 27

中部地区 1,732 － 71

関西地区 2,730 － 105

中国地区 581 － 20

九州地区 940 － 37

小計 28,676 － 1,157

その他の一般卸売上 12,048 － －

合計 40,724 － 1,157

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③　卸売事業　品目別売上高

品目

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

売上高（百万円） 構成比（％） 前年同期比（％）

コーヒー 7,402 18.2 －

食品 24,623 60.4 －

器具・器材 3,084 7.6 －

消耗品 3,224 7.9 －

ロイヤリティー等 2,390 5.9 －

合計 40,724 100.0 －

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

　外食産業を取り巻く環境は、出店競争や業界の垣根を越えた競争が続く中、食材価格の高騰や食の安心・安全に対す

る消費者の意識の高まりなど厳しい経営環境にあります。一方で、Ｍ＆Ａによる業界再編の流れも見受けられ、先行き

は、混沌とした状況になっております。

  このような状況下で、統合効果については、資材・消耗品等コスト面での効果は一部出てはいるものの、新規事業開

発や出店開発等の収益面の具体化は、次期以降となりました。両事業会社の物件情報共有化による出店力向上や複合

業態併設によるロードサイド型店舗の展開は、今後の成長につながるものであります。

　統合効果の追求に努め、早期に具体化して成長を加速させ、「エクセレント・リーディングカンパニー」の地位確立

を目指します。

４【事業等のリスク】

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性

のある事項には、下記のようなものがあります。

　本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は有価証券報告書提出日現在において判断した

ものであり、以下の記載は当社株式への投資に関するリスク全てを網羅するものではありません。

①　コーヒー生豆価格相場及び為替相場の変動

　当社グループの主要商品であるコーヒー生豆は、ニューヨーク生豆相場をもとに商社より見積りを取寄せ、買付けを

行っています。基本的には、見積り提示時の為替相場において円建てで仕入価格を確定させ、原料生豆の先物買契約を

締結し、原料価格を安定させております。

　しかし、コーヒー生豆の価格は、相場における需給の状況、生産地の政治経済の情勢、天候等の影響を受けて変動しま

す。為替相場の変動も合わせて原料仕入価格の高騰が長期間継続した場合、当社グループの業績に大きな変動を及ぼ

す可能性があります。

②　法的規制等について

　当社グループは、お客様に飲食を提供するために「食品衛生法」の規制を受けております。従来より、定期的に第三

者機関による細菌、及び衛生検査を各店舗で実施しておりますが、万一、食中毒事故等が発生し営業停止等の処分を受

けたり、法的規制が強化された場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

③　自然災害による影響について

　当社グループは、特に出店が集中している地域である首都圏や大都市において、地震や大規模な台風、異常気象等の

自然災害が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

④　店舗の賃借物件への差入保証金等について

　当社グループの事務所及び直営店舗は、そのほとんどが建物を賃借しております。賃借に際して差し入れる保証金等

については、平成20年2月末時点で、当社グループで約200億円強あります。万一、賃借先である家主の倒産等により一

部回収不能となった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。当社グループとしては、新規に出店

する際の与信管理を徹底させるとともに、特定の家主に対し出店が集中しないように取り組んでおります。

⑤　出店政策について

　当社グループが出店する際の出店先の選定につきましては、店舗の収益性を重視しており、差入保証金や家賃などの

出店条件、商圏人口、競合店舗の有無等を勘案した上で一定条件を満たしたものを対象物件としております。このた

め、当社グループの出店条件に合致する物件がなければ、出店予定数を変更することもあるため当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。

⑥　減損会計の適用について

　当社グループは、店舗環境の変化や経済的要因により店舗毎の収益性が損なわれた場合、減損損失を認識する必要が

あり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。  
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５【経営上の重要な契約等】

（１）国内フランチャイズ契約

 　　　　①　「ドトールコーヒーショップ」チェーン加盟契約

　　　　　（ａ）契約の本旨

　　　　　　　　㈱ドトールコーヒーと「ドトールコーヒーショップ」チェーンに加盟し事業を行なおうとする事業者

　　　　　　　（加盟者）との間の相互の利益に基づく共存共栄と永続的な提携関係を保持することを目的とする。

　　　　　（ｂ）契約内容

　　　　　　　（イ）加盟店は本部より許可された商標、サービスマーク等を使用することができる。

　　　　　　　（ロ）加盟店は本部が提供するノウハウ、システム等を利用することができる。

　　　　　　　（ハ）加盟店は営業を開始するに当たり、本部よりインストラクターの派遣を受けられるものとする。

　　　　　　　（ニ）加盟に際し、㈱ドトールコーヒーが徴収する加盟契約料、ロイヤリティ等に関する事項

　　　　　　　　　　　加盟金　　　　　　300万円（２号店目以降は150万円）

　　　　　　　　　　　保証金　　　　　　300万円（２号店目以降は150万円）

　　　　　　　　　　　ロイヤリティ　　　売上高の２％

　　　　　　　　　　　設計管理料　　　　店舗設計等１件につき基本料110万円＋（契約坪数－10坪）×４万円

　　　　　　　　　　　研修費　　　　　　20万円（１名分）

　　　　　（ｃ）契約期間

　　　　　　　　契約の日から５年間。ただし、その後特別の申し出ない限り、同一条件で更新する。

　　　　　②「オリーブの木」チェーン加盟契約

　　　　　　契約の本旨、契約内容については、加盟金及び保証金が150万円であり、またロイヤリティが売上高の３％

　　　　　　であるほかは、上記①「ドトールコーヒーショップ」チェーン加盟契約と基本的に同一内容であります。

　　　　　③「エクセルシオール・カフェ」チェーン加盟契約

　　　　　　契約の本旨、契約内容については、ロイヤリティが売上高の３％であるほかは、上記①「ドトールコーヒ

　　　　　　ーショップ」チェーン加盟契約と基本的に同一内容であります。

　　　（２）国外に対するライセンス契約

　　　　　　中華民国における「HO ROUN PURODUCTS CO.,LTD.」とのライセンス契約

　　　　　（ａ）契約の相手先　HO ROUN PURODUCTS CO.,LTD.（当社と資本関係なし。）

　　　　　（ｂ）契約締結日　　1991年10月９日（５年間で満了し、以降更新できる。）

　　　　　（ｃ）契約内容　　　HO ROUN PURODUCTS CO.,LTD.に対して中華民国内における以下の独占的権利を与える。

　　　　　　　（イ）ドトールコーヒーフランチャイズシステムに基づき、また㈱ドトールコーヒーから提供されるノウ

　　　　　　　　　　ハウを利用して「ドトールコーヒーショップ」チェーン及び「オリーブの木」チェーンを展開、

　　　　　　　　　　運営しフランチャイザーとしての権利を行使すること。

　　　　　　　（ロ）㈱ドトールコーヒーの指定する商標、サービスマーク等を使用すること。

　　　　　（ｄ）対価　　　　ロイヤリティ　「ドトールコーヒーショップ」チェーンの総売上高の２％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「オリーブの木」チェーンの総売上高の３％ 

６【研究開発活動】

特記事項はありません。

７【財政状態及び経営成績の分析】

　文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末（平成20年２月29日）現在において当社グループが判断した

ものであります。

（１）重要な会計上の見積り

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて作成して

おります。この連結財務諸表の作成にあたっては、決算日における財政状態および経営成績に影響を与えるような経

営者の見積りおよび予測を必要としております。当社グループは、過去の実績値や状況を踏まえ合理的と判断される

前提に基づき、見積りおよび予測を行っています。

（２）当連結会計年度の経営成績の分析

　「第２［事業の状況］１［業績等の概要］（１）業績」に記載のとおりであります。
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  　（３）当連結会計年度末の財政状態の分析

　当連結会計年度末における資産残高は、新規出店に伴う有形固定資産や敷金保証金の増加等から91,158百万円となり

ました。負債につきましては、借入金の減少等から15,664百万円となりました。純資産につきましては、利益剰余金の増

加等から75,493百万円となりました。

　なお、今回の経営統合による企業結合の会計処理につきましては、持分プーリング法を適用しております。

  　（４）キャッシュ・フローの分析

　当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが9,110百万円の収入、投資活動によるキャッ　　　

シュ・フローが7,748百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが2,209百万円の支出となりました。

　当連結会計年度の詳細につきましては、「第２［事業の状況］１［業績等の概要］］（２）キャッシュ・フロー」

に記載のとおりであります。

　なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

 平成20年２月期

自己資本比率（％） 82.8

時価ベースの自己資本比率

（％）
104.4

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年）
0.1

インタレスト・カバレッジ

・レシオ（倍）
594.4

 （注）1.自己資本比率：自己資本/総資産

　　 　2.時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産

　　　 3.キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー

　　　 4.インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い

　　　 5.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

　　　 6.いずれも連結ベースの財務諸表により計算しております。

　　　 7.キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

　　　 8.有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

         ます。

　　　 9.利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

 　 （５）経営陣の問題意識と今後の方針

　当社は、平成19年10月1日、日本レストランシステム㈱と㈱ドトールコーヒーの両社の共同株式移転により設立され

た共同持株会社であります。

　当社グループの経営陣は、近年の外食産業を取り巻く環境は一段と厳しくなっており、企業間の格差も鮮明になるこ

とが予想されると認識しております。

　このような状況下、統合により、両社の持つ経営資源とノウハウの有効活用により、㈱ドトールコーヒーの強みであ

る「飲」と、日本レストランシステム㈱の強みである「食」を更に強化・発展させていくとともに、㈱ドトールコー

ヒーの店舗展開力及び日本レストランシステム㈱の業態開発力の融合による新たな価値創造を最大限発揮できる体

制を確立することで、グループ価値の最大化を推進していきます。

　また、多様化したお客様の心の奥底にある期待感に応えることのできる「外食業界における日本一のエクセレント

・リーディングカンパニー」の地位確立を目指してまいります。 
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度における当社グループは、長期的な視点に立った外食事業の売上拡大のための投資及びリスク管理

体制強化のための投資を行い、その投資総額は75億33百万円となりました。なお、当連結会計年度において生産能力あ

るいは販売能力に重要な影響を与えるような設備の除却、売却等はありません。

   (小売事業）

   ＜レストラン部門＞

    日本レストランシステムグループ

     「洋麺屋五右衛門」をはじめとした既存業態や「俵屋じゅう兵衛」をはじめとした新業態を23店舗新たに出店する

　　とともに顧客の嗜好に合わせて15店舗を業態変更しました。更にはセントラルキッチンを東京都大田区東糀谷に取

　　得する等、42億74百万円の設備投資（差入保証金、敷金含む）を行ないました。

 　＜喫茶部門＞

　　ドトールコーヒーグループ

　　　「ドトールコーヒーショップ」や「エクセルシオール・カフェ」をはじめとした新規出店30店舗と加盟店からの直

　　営化３店舗の設備投資として、また既存店設備の老朽化による改装や分煙工事及び厨房機器の入替え等により21億47

　　百万円の設備投資（差入保証金、敷金含む）を行いました。

　 （卸売事業）

　　ドトールコーヒーグループ

　　　営業本部の新規得意先へのコーヒー卸拡大へ向けた工場設備の増強と、連結子会社である㈱マグナのコーヒーマシ

　　ン開発に係る設備投資等により、卸売事業全体で４億41百万円の設備投資を行ないました。

　 （全社共通）

　　ドトールコーヒーグループ

　　　平成19年12月に竣工致しました名古屋ビルの建替え工事のための設備投資等により、全社共通として６億70百万円

　　の設備投資を行ないました。
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２【主要な設備の状況】

　平成20年２月29日現在における当社グループの主要な設備は、以下のとおりであります。

(1）提出会社

　      該当事項はありません。

 

(2）国内子会社
　 　

会社名
事業所名
所在地

事業の種類別セ
グメントの名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業員数
（人）建物及び

構築物
土地

(面積㎡)
その他 合計

 ㈱ドトールコーヒー

 

営業店舗 

北海道・東北

地区

 小売事業  店舗設備 327
－

(－)
10 338 22

 ㈱ドトールコーヒー

 

営業店舗 

関東地区
 小売事業  店舗設備 5,356

－

(－)
179 5,535 279

 ㈱ドトールコーヒー

 

営業店舗 

甲信越・北陸

地区

 小売事業  店舗設備 13
－

(－)
2 15 1

 ㈱ドトールコーヒー

 

営業店舗 

中部地区
 小売事業  店舗設備 354

－

(－)
7 362 20

 ㈱ドトールコーヒー

 

営業店舗 

関西地区
 小売事業  店舗設備 832

－

(－)
32 865 45

 ㈱ドトールコーヒー

 

営業店舗 

中国地区
 小売事業  店舗設備 229

－

(－)
19 248 14

 ㈱ドトールコーヒー

 

営業店舗 

九州地区
 小売事業  店舗設備 330

－

(－)
13 344 18

 ㈱ドトールコーヒー

 

本社

東京都渋谷区 
 卸売事業  販売設備 1,045

737

(263.0)
59 1,842 475

 ㈱ドトールコーヒー

 

関東工場

千葉県船橋市 
 全社共通  焙煎設備 243

127

(3,305.0)
151 522 31

 ㈱ドトールコーヒー

 

関西工場

兵庫県加東市 
 全社共通  焙煎設備 1,693

1,051

(16,053.2)
1,603 4,348 26

 ㈱ドトールコーヒー

 

全社共通

　
 全社共通  土地他 189

62

(1,576.6)
22 274 28

日本レストランシス

テム㈱ 

営業店舗 

北海道・東北

地区 

 小売事業  店舗設備 208
174

(2,167.8)
19 402 24

日本レストランシス

テム㈱ 

営業店舗  

関東地区 
 小売事業  店舗設備 2,379

1,012

(6,767.2)
308 3,701 422

日本レストランシス

テム㈱ 

営業店舗  

中部地区 
 小売事業  店舗設備 465

189

(1,189.8)
70 725 55

日本レストランシス

テム㈱ 

営業店舗  

関西地区 
 小売事業  店舗設備 532

225

(1,003.0)
80 838 112

日本レストランシス

テム㈱ 

営業店舗  

中国地区 
 小売事業  店舗設備 41

－

(－)
2 44 7

日本レストランシス

テム㈱ 

営業店舗  

九州地区 
 小売事業  店舗設備 178

235

(1,879.4)
14 429 30

日本レストランシス

テム㈱ 

工場 

上池台セント

ラルキッチン

等 

 小売事業  店舗設備 298
1,915

(3,233.1)
100 2,314 12

日本レストランシス

テム㈱ 

物流 

鵜の木物流セ

ンター等 

 小売事業  店舗設備 209
853

(2,671.9)
9 1,072 －

日本レストランシス

テム㈱ 
本社等  小売事業  店舗設備 302

795

(719.7)
21 1,118 41

日本レストランシス

テム㈱ 

福利厚生施設 

雪が谷寮等 
 小売事業  店舗設備 201

582

(1,795.9)
－ 783 －

　（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、「機械装置及び運搬具」「工具、器具及び備品」であり、「建設仮勘定」を含

んでおりません。

なお、金額には消費税等を含めておりません。

２．従業員数には、パートタイマー等の臨時雇用者数は含まれておりません。
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３．上記の他、連結会社以外からの主要な賃借設備の内容は下記のとおりであります。

会社名
事業所名
所在地

事業の種類別セ

グメントの名称
設備の内容 契約期間（年）

年間リース料

（百万円）

リース契約残高

（百万円）

㈱ドトールコーヒー 直営店舗 小売事業 店舗設備等 5 612 1,304

３【設備の新設、除却等の計画】

　当社グループの設備投資について、店舗については収益性を勘案し、連結会社各社につきましてはグループとしての

投資効率を考慮して、提出会社を中心に調整を図っております。

　なお、平成20年２月29日現在における重要な設備の新設、改修、除却等の計画は次のとおりであります。

(1）重要な設備の新設

会社名
事業所名

所在地
事業区分 設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び完了予定年月
完成後の
増加能力総額

（百万円）
既支払額
（百万円）

着手 完了

㈱ドトール

コーヒー 

新規直営店

（19店舗）  
 小売事業  店舗設備 1,325 －  自己資金

 平成20年

３月

 平成21年

２月
 ―

㈱ドトール

コーヒー 

本社

　
全社共通

店舗システ

ム等
1,205 －  自己資金

 平成20年

３月

 平成21年

２月
 ―

日本レスト

ランシステ

ム㈱ 

新規直営店

（38店舗） 
 小売事業  店舗設備 3,889 －  自己資金

平成20年

３月

平成21年

２月
 ―

　（注）１．投資予定金額には差入保証金、敷金が含まれております。

　　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）重要な改修、除却等

　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成20年２月29日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年５月30日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 50,609,761 50,609,761
東京証券取引所

（市場第一部）
─

計 50,609,761 50,609,761 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成19年10月１日

（注）
50,609,761 50,609,761 1,000 1,000 1,000 1,000

 （注）株式移転による設立であります。

　

（５）【所有者別状況】

　 （平成20年２月29日現在）

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 43 26 175 110 9 20,370 20,733 －

所有株式数

（単元）
－ 95,820 1,581 80,547 122,854 18 204,047 504,867 123,061

所有株式数の

割合（％）
－ 18.98 0.31 15.95 24.34 0.00 40.42 100 －

(注)1.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。

　　2.自己株式は、「個人その他」に81単元、「単元未満株式の状況」に75株含まれております。
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（６）【大株主の状況】

　 （平成20年２月29日現在）

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

大林　豁史 東京都世田谷区 6,748 13.33

鳥羽　博道 東京都大田区 5,510 10.89

ハービンジャー・キャピタル
・パートナーズ・マスター・
ファンド・Ｉ・リミテッド
（常任代理人　ゴールドマン
・サックス証券株式会社）

C/O INTERNATIONAL FUND 
SERVICES(IRELAND)LIMITED, THIRD 
FLOOR, BISHOP’S SQUARE,
 REDM OND’ S 
HILL DUBLIN ２, IRELAND（常任代理人　
東京都港区六本木６－10－１）

3,931 7.77

株式会社　マダム・ヒロ 東京都世田谷区玉川田園調布２－14－９ 3,728 7.37

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１－８－11 2,309 4.56

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２－11－３ 1,817 3.59

日本たばこ産業株式会社 東京都港区虎ノ門２－２－１ 1,320 2.61

日興シティ信託銀行株式会社
（信託口）

東京都品川区東品川２－３－１４ 1,039 2.05

ザ　チェースマンハッタン　バ
ンクエヌエイロンドンエスエ
ルオムニバスアカウント（常
任代理人　株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決
済業務室）

WOOLGATE HOUSE,
 CALEMAN STREET LONDON 
EC2P 2HD, ENGLAND（常任代理人　東京都
中央区日本橋兜町６－７）

975 1.93

山内　実 東京都目黒区 924 1.83

計 － 28,304 55.93

（注）１．上記信託銀行の所有株式数は、信託業務に係るものであります。

　　　２．発行済株式総数に対する所有株式数の割合は小数点以下第３位を四捨五入しております。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 （平成20年２月29日現在）

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）

　　（自己保有株式）

 普通株式　 　　8,100
― ―

　　（相互保有株式）

 普通株式　　 171,800　　 　
― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 50,306,800 503,068 ―

単元未満株式 普通株式 123,061 ― 同上

発行済株式総数 50,609,761 ― ―

総株主の議決権 ― 503,068 ―

（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株（議決権2個）含まれ

　　　　　ております。

　　　２．自己株式（自己保有株式）は「完全議決権株式（自己株式等）」に8,100株、「単元未満株式」に75株含まれ

　　　　　ております。また、自己株式（相互保有株式）は「完全議決権株式（自己株式等）」に171,800株（日本レス

　　　　　トランシステム㈱保有分200株及び㈱ドトールコーヒー保有分171,600株）、「単元未満株式」に68株（日本レ

　　　　　ストランシステム㈱保有分46株及び㈱ドトールコーヒー保有分22株）含まれております。

②【自己株式等】

　 （平成20年２月29日現在）

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式） 

㈱ドトール・日レ

スホールディング

ス

東京都渋谷区猿楽

町10番11号
8,100 ― 8,100 0.02

（相互保有株式） 

㈱ドトールコー

ヒー

東京都渋谷区神南

一丁目10番１号
171,600 ― 171,600 0.34

（相互保有株式） 

日本レストランシ

ステム㈱

東京都渋谷区猿楽

町10番11号
200 ― 200 0.00

計 ― 179,900 ― 179,900 0.36

（８）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第３号、会社法第155条第７号及び会社法第155条第９号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　　　該当事項はありません。 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　　　会社法第155条第３号による取得

区分 株式数（株） 価額の総額（百万円）

 取締役会(平成19年11月27日)での決議状況

 (取得期間平成19年11月28日～平成19年11月30日)
10,000 18

 当事業年度前における取得自己株式 － －

 当事業年度における取得自己株式 2,500 4

 残存授権株式の総数及び価格の総額 7,500 13

 当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 75.0 75.4

 当期間における取得自己株式 － －

 提出日現在の未行使割合(％) 75.0 75.4

　

　　　　 会社法第155条第９号による取得

区分 株式数（株） 価額の総額（百万円）

 取締役会(平成19年11月27日)での決議状況

 (取得期日 平成19年12月３日)
1,384 2

 当事業年度前における取得自己株式 － －

 当事業年度における取得自己株式 1,384 2

 残存授権株式の総数及び価格の総額 － －

 当事業年度の末日現在の未行使割合(％) － －

 当期間における取得自己株式 － －

 提出日現在の未行使割合(％) － －

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　　　会社法第155条第７号による取得

区分 株式数（株） 価額の総額（百万円）

 当事業年度における取得自己株式 4,323 7

 当期間における取得自己株式 242 0

　（注）当期間における取得自己株式には、平成20年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

　　　　買取りによる株式は含まれておりません。
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（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

 株式数　（株）
処分価額の総額

 （百万円） 
 株式数　（株） 

処分価額の総額

  （百万円）  

引き受ける者の募集を行っ

た取得自己株式
－ － － －

消却の処分を行った取得自

己株式
－ － － －

合併、株式交換、会社分割に

係る移転を行った取得自己

株式 

－ － － －

その他（単元未満株式の売

渡請求による売渡） 
32 0 － －

 保有自己株式数 8,175 － 242 －

　（注）１．当期間における保有自己株式数には、平成20年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株

　　　　　　式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。

 　　　 ２．当期間における処理株式には、平成20年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売

　　　　　　渡による株式は含まれておりません。

 　　　 ３．当期間の保有自己株式数の増加は、単元未満株式の買取請求によるものです。

３【配当政策】

　当社グループでは、最高益と成長を両立させ、エクセレント・リーディングカンパニーを目指します。配当につきま

しては、業績に応じた配当を基本にしつつ、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保を勘案

し、配当性向20%から30%を目処に利益還元を行ってまいります。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当

の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。当期の配当につきましては、

期末配当金を1株につき25円とし、年間配当金は25円の配当といたしました。

　なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めて

おり、次期から中間配当を導入する予定です。 

 　　 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円）

 平成20年５月29日定時株主総会決議 1,265 25

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第１期

決算年月 平成20年２月

最高（円） 2,210

最低（円） 1,406

　（注）最高・最低株価は、株式会社東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年９月 10月 11月 12月 平成20年１月 ２月

最高（円） － 2,180 1,895 1,851 1,890 2,210

最低（円） － 1,801 1,406 1,702 1,510 1,841

（注） １. 最高・最低株価は、株式会社東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 　　　２．平成19年10月１日付をもって株式会社東京証券取引所第一部に株式を上場いたしましたので、それ以前の

　　　　　 株価については該当事項はありません。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役

会長
 山内　実 昭和25年10月11日生

昭和51年10月 ショウサンレストラン企画株式

会社（現日本レストランシステ

ム株式会社）入社

平成３年８月 日本レストランシステム株式会

社経理部長

平成５年７月 日本レストランシステム株式会

社取締役

平成８年７月 日本レストランシステム株式会

社常務取締役管理本部長　

平成16年８月 日本レストランシステム株式会

社専務取締役管理本部長 

平成17年８月 日本レストランシステム株式会

社代表取締役社長（現任） 

平成17年10月 日本レストランコンフェクショ

ナリー株式会社代表取締役会長

（現任）

 日本レストランベジ株式会社代

表取締役会長（現任）

 日本レストランデリバリー株式

会社代表取締役会長（現任）

 日本レストランフーズ株式会社

代表取締役会長（現任）

 日本レストランサービス株式会

社代表取締役会長（現任）

 日本レストランサプライ株式会

社代表取締役会長（現任）

 日本レストランプロダクツ株式

会社代表取締役会長（現任）

 エフアンドエフシステム株式会

社代表取締役会長（現任）

平成19年10月 当社取締役

平成20年５月 当社代表取締役会長（現任）

注３ 924,476

代表取締役　社

長
 星野　正則 昭和34年10月22日生

昭和58年４月 株式会社ドトールコーヒー入社

平成10年４月 株式会社ドトールコーヒー店舗

開発部部長

平成12年４月 株式会社ドトールコーヒー店舗

開発本部長

平成12年６月 株式会社ドトールコーヒー取締

役店舗開発本部長

平成14年６月 株式会社ドトールコーヒー常務

取締役店舗開発統括本部長

平成16年６月 株式会社ドトールコーヒー専務

取締役店舗開発統括本部長

平成17年７月 株式会社ドトールコーヒー取締

役副社長店舗開発統括本部長

平成19年４月 株式会社ドトールコーヒー取締

役副社長（現任）

平成19年10月 当社取締役

平成20年５月 当社代表取締役社長（現任）

注３ 6,720
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役  ― 大林　豁史 昭和19年８月４日生

昭和48年８月 株式会社ボルツ・ジャパン（南

インド株式会社に商号変更し、平

成13年６月日本レストランシス

テム株式会社と合併）設立　代表

取締役社長

昭和48年10月 ショウサンレストラン企画株式

会社（現日本レストランシステ

ム株式会社）取締役

昭和51年２月 ショウサンレストラン企画株式

会社（現日本レストランシステ

ム株式会社）代表取締役専務

昭和52年８月 ジャーマンレストランシステム

株式会社（現日本レストランシ

ステム株式会社）取締役

昭和53年６月 上記ショウサンレストラン企画

株式会社とジャーマンレストラ

ンシステム株式会社が合併して

日本レストランシステム株式会

社代表取締役専務

昭和54年７月 日本レストランシステム株式会

社代表取締役社長

平成17年８月 日本レストランシステム株式会

社代表取締役会長（現任）

平成19年10月 当社代表取締役会長

平成20年５月 当社取締役（現任）

注３ 6,748,000
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役  ― 鳥羽　豊 昭和39年３月26日生

昭和63年９月 株式会社ドトールコーヒー入社

平成６年４月 株式会社ドトールコーヒー海外

事業部長

平成７年６月 株式会社バードフェザーハワイ

代表取締役社長（現任）

平成10年１月 株式会社ドトールコーヒーDCS

東日本事業部長

平成11年１月 株式会社ドトールコーヒーDCS

統括本部長

平成11年６月 株式会社ドトールコーヒー取締

役DCS統括本部長

平成12年６月 株式会社ドトールコーヒー常務

取締役事業統括本部長

平成12年10月 株式会社バードフェザー代表取

締役社長（現任）

平成14年４月 株式会社ドトールコーヒー常務

取締役ＦＣ統括本部長

平成14年４月 株式会社ドトールコーヒーハワ

イ代表取締役社長（現任）

平成15年６月 株式会社マドレーヌコンフェク

ショナリー取締役

平成15年11月 株式会社ドトールコーヒー常務

取締役営業統括本部長

平成16年６月 株式会社ドトールコーヒー専務

取締役営業統括本部長

平成17年７月 株式会社ドトールコーヒー代表

取締役社長（現任）

平成18年６月 株式会社マグナ代表取締役社長

（現任）

平成18年６月 株式会社マドレーヌコンフェク

ショナリー代表取締役社長

平成19年10月 当社代表取締役社長

平成20年５月 当社取締役（現任）

注３ 46,602
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役  ― 稲森　六郎 昭和33年４月13日生

昭和58年２月 株式会社ドトールコーヒー入社

平成13年６月 株式会社ドトールコーヒー取締

役総務人事部長

平成18年６月 株式会社ドトールコーヒー取締

役商品統括本部長

平成19年４月 株式会社ドトールコーヒー常務

取締役管理統括部長（現任）

平成19年10月 当社取締役（現任）

平成20年５月 株式会社マドレーヌコンフェク

ショナリー代表取締役社長

（現任）

注３ 200

取締役  ― 木高　毅史 昭和38年12月12日生

昭和58年４月 日本レストランシステム株式会

社入社

平成14年４月 日本レストランシステム株式会

社経理部長

平成16年５月 日本レストランシステム株式会

社執行役員経理部長兼経営管理

部長

平成17年８月 日本レストランシステム株式会

社取締役管理本部長

平成19年10月 当社取締役（現任）

平成20年５月 日本レストランシステム株式会

社常務取締役（現任）

注３ 16,870

取締役  ― 財前　宏 昭和９年１月１日生

昭和32年４月 三菱商事株式会社入社

平成元年６月 三菱商事株式会社取締役

平成４年５月 三菱商事株式会社常務取締役

平成７年６月 三菱商事株式会社専務取締役

平成８年６月 三菱商事株式会社取締役副社長

平成14年６月 株式会社ジェイテック監査役

（現任）

平成15年６月 株式会社ドトールコーヒー監査

役

平成19年10月 当社取締役（現任）

注３ 700

取締役  ― 稲垣　道子 昭和20年２月４日生

昭和44年７月 株式会社日本設計事務所（現株

式会社日本設計）入社

平成元年10月 株式会社フェリックス設立

同社代表取締役（現任）

（他の法人等の代表状況等）

昭和女子大学非常勤講師

国士舘大学大学院非常勤講師

立教大学法科大学院非常勤講師

東京都開発審査会委員

神奈川県公園等審査会委員

鎌倉市景観審議会会長

平成19年10月 当社取締役（現任）

注３ 3,374
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

常勤監査役 　 高橋　圭介 昭和10年３月30日生

昭和47年11月 三井リース事業株式会社入社

平成３年12月 三井リース事業株式会社取締役

平成７年12月 三井リース事業株式会社取締役

退任

平成８年12月 三井リース事業株式会社退社

平成10年３月 日本レストランシステム株式会

社入社財務部長

平成13年８月 日本レストランシステム株式会

社常勤監査役

平成19年10月 当社常勤監査役（現任）

注４ 10,122

常勤監査役 　 宮林　哲夫 昭和24年11月１日生

昭和50年４月 株式会社ドトールコーヒー入社

昭和58年１月 株式会社ドトールコーヒー千葉

営業所所長

昭和63年12月 株式会社ドトールコーヒー東東

京営業所所長

平成５年11月 株式会社ドトールコーヒー東京

中央営業所所長

平成11年９月 株式会社ドトールコーヒー監査

室室長

平成16年６月 株式会社ドトールコーヒー常勤

監査役（現任）

平成19年10月 当社常勤監査役（現任）

注４ 820

監査役 　 梶川　浩 昭和14年２月２日生

昭和39年４月 丸紅飯田株式会社入社

平成５年４月 丸紅株式会社砂糖貿易部長

平成６年４月 丸紅株式会社食品原料部長

平成７年４月 丸紅食料株式会社専務取締役営

業本部長

平成９年６月 丸紅食料株式会社代表取締役社

長

平成16年４月 丸紅食料株式会社顧問

平成16年６月 株式会社ドトールコーヒー監査

役

平成19年10月 当社監査役（現任）

注４ 400

監査役 　 吉島　重鐵 昭和17年６月４日生

昭和41年４月 日清製粉株式会社入社

昭和60年４月 日清飼料株式会社営業水産課長

平成５年６月 日清飼料株式会社取締役水産部

長

平成12年６月 日清飼料株式会社常務取締役水

産部長

平成15年10月 日清丸紅飼料株式会社常務取締

役水産部長

平成17年７月 日清丸紅飼料株式会社顧問

平成19年10月 当社監査役（現任）

注４ －

    計 　 7,758,284

　（注）１　取締役財前宏及び稲垣道子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

 　　　 ２　監査役梶川浩及び吉島重鐵は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

 　　　 ３　取締役の任期は、平成20年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年２月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。

 　　　 ４　監査役の任期は、平成19年10月１日における株式会社ドトール・日レスホールディングスの設立日より、平成22

年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、グループの持つ経営資源とノウハウを有効活用し、店舗展開力と業態開発力の融合による新たな価値創造

を最大限発揮できる体制を確立することで、企業価値・株主価値の最大化を推進し、多様化したお客様の心の奥底に

ある期待感に応えることのできる「外食業界における日本一のエクセレント・リーディングカンパニー」の地位確

立を目指しております。そのため長期的、継続的な企業価値の最大化を図る上で、コーポレート・ガバナンスの強化

が重要な経営課題であると認識しております。

　当社グループは、持株会社のもとに事業を展開する事業会社を置く体制をとっております。持株会社である当社は

グループの一元的なガバナンスの中心にあって、グループ全体の最適化を図るための、企画・運営・管理等を行い、

グループ全体の経営を統括することにより、株主をはじめ全てのステークホルダーにとっての企業価値最大化に努

めております。

　当社ではコーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図る目的から、社外取締役制を導入するとともに、取締役

の任期を1年といたしております。社外取締役2名を含む8名から構成される取締役会が、業務執行に対する適切な監

督機能を発揮するとともに、経営効率の維持・向上に努めており、社外監査役2名を含む4名から構成される監査役会

が経営を監視し、その健全強化に努めております。

（１）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等　

①　会社の機関の基本説明

　当社の取締役会は、取締役８名で構成され、うち２名は社外取締役であります。取締役会は、毎月１回開催の　ほか、

必要に応じて随時開催し、重要業務執行について審議・決定するほか、職務執行状況を監督する場として、十分な議

論と時宜を得た意思決定を図っております。

　当社は監査役制度を採用し、社外監査役２名を含む４名で監査役会を構成しております。取締役会に出席し、必要に

応じて担当部署に対するヒアリングや報告を受けるほか、経営会議内容の把握などを実施し、経営全般および個別案

件に関して取締役の業務執行を監査することとしております。また、監査法人や内部監査室との情報交換を適宜行な

います。

　業務執行に関しましては、意思決定の迅速化の観点から、会長、社長および取締役会の主要メンバーからなる経営会

議を設置し、当社および当社グループ会社の業務執行に関する重要事項を協議し、運営してまいります。

 　　（組織体系）
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②　内部統制システムの整備の状況 

　当社並びに当社グループでは、全ての役員および従業員が適正な業務を行うための体制を整備し、運用していくこ

とが重要な経営の責務であると認識し、「内部統制システム構築の基本方針」を定めております。その基本的な考え

方は以下のとおりであります。

 

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制　

　（1）取締役会は、法令等遵守（以下「コンプライアンス」という。）のための体制を含む内部統制システムの

　　 　整備方針・計画について決定するとともに、定期的に状況報告を受ける。

　（2）監査役は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査す

　　　 る。

　（3）内部監査室は、内部統制システムが有効に機能し、運営されているか調査し、整備方針・計画の実行状況

　　　 を監視する。調査結果は、代表取締役社長に報告する。

　（4）代表取締役社長は、取締役の中からコンプライアンスを推進する責任者を任命し、グループ全体のコンプ

　　　 ライアンス体制の整備及び問題点の把握に努めるとともに取締役及び使用人のコンプライアンス教育を推

　　　 進し、意識の維持・向上に努める。また、任命を受けた取締役は、重要な問題を随時取締役会に報告す

　　　 る。

　（5）当社グループは、健全な会社経営の為、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関わ

　　　 りを持たず、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然

　　　 とした態度で対応する。

２．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　取締役会にて経営に重大な影響を及ぼすリスクをトータルに認識、検討をするとともに想定されるリスクにつ

　いては、各部門及び各事業会社の責任者が研修や会議を通じて具体的なリスク管理対応策を検討、実施する。

　　また、認識された事業運営上のリスクのうち、重要な内容については、対応方針を取締役会において決定し、

　各関係責任者がこれを実行することでリスクの発生を防止する。

　　なお、不測事態が発生し、または発生するおそれが生じた場合、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設

　け迅速に対応し、事態の早期収拾に努めるとともに、原因追究を行い再発防止に努める。

３．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　取締役会を経営方針、法令に定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況

　を監督する機関として、定例で月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を招集する。取締役会の機能をより強

　化し経営効率を向上させるため、取締役及び事業会社の責任者が出席する経営会議を毎週1回開催し、業務執行に

　関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。

　　取締役の職務権限、担当業務に関しては、取締役会規程、職務権限規程等に基づき明確にし、会社の機関相互

　の適切な役割分担と連携を確保する。　　

４．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　法令・社内規程に基づき、文書等の保存・管理（文書管理規程）を行い、必要な関係者が閲覧できる体制を整

　備する。また、情報の管理についてはセキュリティに関するガイドライン、個人情報保護法に関する基本方針を

　定めて対応する。

５．当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制　

 （1）当社子会社におけるリスク管理、コンプライアンス管理及び内部監査については互いに緊密な連携をとり

　　　進め、当社業務運営の基本方針に準じて業務遂行を行う。また、子会社の経営に関しては、その自主性を

　　　尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行う。

 （2）当社グループは、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性の確保及び関連法規の遵守については、内部

　　　統制の充実を図るとともに、より有効に機能する為、評価、維持及び改善等を行う。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその

 　 使用人の取締役からの独立性に関する事項

　  取締役会は、監査役の求めにより必要に応じて監査役の業務補助を行う使用人を置くこととし、その人事につ

　いては、取締役と監査役が協議を行う。

　  監査役から監査業務に必要な指示を受けた使用人は、その指示に関する限りにおいては、取締役の指揮命令を

　受けないものとする。
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７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

 　 取締役及び使用人は、会社経営及び事業運営上の重要事項（コンプライアンス、リスクに関する事項を含む）

　ならびに業務執行の状況及び結果を監査役に報告する。また、取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのあ

  る事実があることを発見した場合は、直ちに監査役会に報告する。

 　 なお、監査役及び監査役会への報告は、誠実に洩れなく行うこととし、定期的な報告に加えて必要に応じその

　都度遅延無く行う。

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　  監査役は、代表取締役及び会計監査人と定期的な情報交換をする場を設けるほか、取締役会に出席し積極的に

　発言する。常勤監査役は、重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するため、社内や子会社の重要な会議へ参

  加し、必要に応じて取締役または使用人に説明を求めることとする。

 　 取締役または取締役会は、監査役が必要と認めた重要な取引先の調査への協力、監査役の職務遂行上、監査役

  が必要と認めた場合、弁護士及び公認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境の体制を整備する。

　

③　内部監査及び監査役監査の状況

　当社は、内部監査室を設置し、年度ごとに作成する「監査計画」に基づき、当社、子会社、および孫会社の内部監査を

実施し、また内部統制体制のモニタリングを行い、事業活動の適切性・効率性の確保を図ってまいります。

また、当社は監査役制度を採用し、社外監査役２名を含む４名で監査役会を構成しております。取締役会に出席し、必

要に応じて担当部署に対するヒアリングや報告を受けるほか、経営会議内容の把握などを実施し、経営全般および個

別案件に関して取締役の業務執行を監査することとしております。また、監査法人や内部監査室との情報交換を適宜

行なっております。

 

④　会計監査の状況

　当社は、会計監査人としてあずさ監査法人を選任しており、会社法における計算書類および金融商品取引法におけ

る財務書類の監査を依頼しております。当社は、監査法人による定期的な監査のほか、会計上の処理などの確認を適

宜行い、会計処理および財務報告の適正化に努めます。

　同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間に特別の利害関係はありません。

 

当期において監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりです。

　・監査業務を執行した公認会計士の氏名

　　　指定社員　業務執行社員：山本　守、椿　愼美、杉山　昌明、齊藤　文男

　・監査業務に係る補助者の構成

　　　公認会計士９名　　会計士補等11名　　その他３名

⑤　取締役及び社外監査役との関係

　該当事項はありません。

（２）リスク管理体制整備の状況

　当社は、グループ傘下に外食事業を行う多業態のチェーンと物販事業を経営しております。その事業領域は広範で

あり、多数の店舗でお客様の嗜好に合う商品を提供しております。それゆえ、食品衛生法等の遵守すべき法律も多く、

食中毒や自然災害などの損失の危険も想定されております。このような事業特性のもとで、健全で持続的な発展をす

るために内部統制システムを整備し適切に運用すること、そして適宜見直しをかけていくことが経営上重要な課題

であると考えております。

　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制としましては、代表取締役社

長がコンプライアンスを推進する責任者を任命し、グループ全体のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握

に努めると共に取締役及び使用人のコンプライアンスの意識の維持・向上に努めております。また、任命を受けた者

は、重要な問題を随時取締役会に報告するとともに、相談・通報体制（内部通報制度）を設けております。

　さらに、リスク体制の整備状況として、想定されるリスクについては、研修制度で従業員教育に努めるほか、情報管

理責任者のもとで情報の一元化を行い、緊急対応時マニュアルを整備し定期的な見直しを行っております。万一、不

測の事態が発生した場合には、経営トップ直轄の対策本部を設け、迅速に対応するとともに、事態の早期収拾を図り、

原因追求を行うことで再発の防止に努めることとしております。 
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　（３）役員報酬の内容

　　　　当期において、当社の取締役及び監査役に支払った報酬は以下のとおりであります。

　　　　　取締役　　63百万円（うち社外取締役 3百万円)

　　　　　監査役　　 8百万円（うち社外監査役 2百万円）

 

　（４）責任限定契約の内容と概要

　　　　当社は、社外取締役と社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、

　　　当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。

 

　（５）監査報酬の内容

　　　　当事業年度におけるあずさ監査法人に対する監査報酬は、以下のとおりであります。

 　　　　　公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬の金額　49百万円

 　　　　　上記以外の報酬の金額　　　　　　　　　　　　　　　　　  10百万円

 

　（６）株主総会事項を取締役会で決議する事ができる事項

　　　① 自己株式の取得

　　　　 当社は、経営環境の変化に即応し機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって市場取

　　　　 引等により自己株式を取得できる旨を定款で定めています。　

　　　② 中間配当

　　　　 当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年8月31日最終の株主名簿

　　　　 に記載または記録された株主または登録株主質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当（中間

　　　　 配当）をすることができる旨を定款に定めております。

 

　（７）株主総会の特別決議要件

　　　　当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の

　　　議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これ

　　　は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするも

　　　のであります。

 

　（８）取締役の選任決議要件

　　　  当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が

　　　出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、また、取締役の選任決議は、累積投票によらないとする旨を定款

　　　に定めております。 

 

　（９）取締役の定数

　　　  当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

(3）当有価証券報告書は、最初に提出するものでありますので、前年同期との対比は行っておりません。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度（平成19年３月１日から平成20年２月

29日まで）の連結財務諸表及び第１期事業年度（平成19年10月１日から平成20年２月29日まで）の財務諸表につい

て、あずさ監査法人により監査を受けております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   15,754  

２．受取手形及び売掛金   5,596  

３．有価証券   1,000  

４．たな卸資産   1,902  

５．繰延税金資産   760  

６．その他   1,612  

７．貸倒引当金   △96  

流動資産合計   26,529 29.1

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物 ※４ 29,044   

減価償却累計額  12,764 16,280  

(2）機械装置及び運搬具 　 4,438   

減価償却累計額  2,628 1,810  

(3）土地 ※４  10,386  

(4）その他  4,326   

減価償却累計額  2,938 1,387  

有形固定資産合計   29,865 32.7

２．無形固定資産   1,521 1.7

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券 ※１  9,752  

(2）繰延税金資産   1,652  

(3）敷金保証金 ※２
※４

 20,598  

(4）その他 ※２  1,237  

(5）貸倒引当金   △0  

投資その他の資産合計   33,241 36.5

　固定資産合計   64,628 70.9

　資産合計   91,158 100.0
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当連結会計年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

     

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．支払手形及び買掛金   5,734  

２．短期借入金 　  520  

３．一年以内返済予定長期
借入金

※４  127  

４．未払法人税等   1,474  

５．賞与引当金   889  

６．その他   3,554  

流動負債合計   12,299 13.5

Ⅱ　固定負債     

１．長期借入金 ※４  55  

２．退職給付引当金   978  

３．その他   2,330  

固定負債合計   3,364 3.7

負債合計   15,664 17.2

     

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

　　１．資本金 　  1,000 1.1

　　２．資本剰余金 　  25,858 28.4

　　３．利益剰余金 　  49,537 54.3

　　４．自己株式 　  △365 △0.4

　　　　株主資本合計 　  76,030 83.4

Ⅱ　評価・換算差額等     

　　１．その他有価証券評価

 　　　　差額金
  △540 △0.6

　　　　評価・換算差額等　　　　　　　
　　　　

 　　　　合計
　  △540 △0.6

Ⅲ　少数株主持分   3 0.0

純資産合計   75,493 82.8

負債純資産合計   91,158 100.0
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②【連結損益計算書】

  
当連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   101,314 100.0

Ⅱ　売上原価   42,304 41.8

売上総利益   59,010 58.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費     

１．給与手当  16,394   

２．貸倒引当金繰入額  52   

３．賞与引当金繰入額  1,204   

４．退職給付費用  449   

５．賃借料  11,797   

６．水道光熱費  2,591   

７．その他  16,513 49,005 48.3

営業利益   10,004 9.9

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  337   

２．受取配当金  17   

３．不動産賃貸収入  57   

４．投資有価証券売却益  2   

５．その他  97 513 0.5

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  14   

２．株式交付費  19   

３．創立費  7   

４．株式上場費用  11   

５．不動産賃貸費用  24   

６．その他  6 83 0.1

経常利益   10,434 10.3

Ⅵ　特別利益     

１．退店補償金収入  72   

２．投資有価証券売却益  358   

３．保険解約益  49   

４．固定資産売却益 ※１ 5   

５．その他  18 504 0.5
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当連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失     

１．固定資産除却損 ※２ 141   

２．投資有価証券評価損 　 19   

３．店舗閉鎖損 ※３ 399   

４．減損損失 ※４ 298   

５．経営統合費用 　 251   

６．その他 　 155 1,267 1.3

税金等調整前当期純利
益

  9,670 9.5

法人税、住民税及び事業
税

 4,480   

法人税等調整額  △263 4,217 4.1

少数株主損失   0 0.0

当期純利益   5,453 5.4
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③【連結株主資本等変動計算書】

　　当連結会計年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月１日　残高

 　　　　　　　　（百万円）
1,000 29,192 44,896 △3,145 71,942

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当 － － △812 － △812

当期純利益 － － 5,453 － 5,453

自己株式の取得 － － － △826 △826

自己株式の処分 － △3,333 － 3,607 273

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計

 　　　　　　　　（百万円）
－ △3,333 4,641 2,780 4,088

平成20年２月29日　残高

 　　　　　　　　（百万円）　
1,000 25,858 49,537 △365 76,030

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

平成19年３月１日　残高

 　　　　　　　　（百万円）
278 278 － 72,220

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当 － － － △812

当期純利益 － － － 5,453

自己株式の取得 － － － △826

自己株式の処分 － － － 273

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△818 △818 3 △815

連結会計年度中の変動額合計

　　　　　　　 　（百万円）
△818 △818 3 3,273

平成20年２月29日　残高

 　　　　　　　　（百万円）
△540 △540 3 75,493
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  
当連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

１．税金等調整前当期純利
益

 9,670

２．減価償却費  2,725

３．減損損失  298

４．退職給付引当金の増加
額

 66

５．貸倒引当金の増加額  55

６．賞与引当金の増加額  41

７．固定資産除却損  100

８．店舗閉鎖損  290

９．投資有価証券売却益  △361

10．投資有価証券評価損  19

11．受取利息及び受取配当
金

 △354

12．支払利息  14

13．為替差損  14

14．売上債権の増加額  △669

15．たな卸資産の増加額  △225

16．仕入債務の増加額  643

17．その他  43

小計  12,374

18．利息及び配当金の受取
額

 361

19．利息の支払額  △15

20．法人税等の支払額  △3,610

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 9,110
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当連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

  

１．有価証券の取得による
支出

 △249

２．有価証券の売却による
収入

 2,812

３．関係会社株式取得によ
る支出

 △1,439

４．投資有価証券の取得に
よる支出

 △5,525

５．投資有価証券の売却に
よる収入

 2,953

６．有形固定資産の取得に
よる支出

 △5,908

７．有形固定資産の売却に
よる収入

 53

８．無形固定資産の取得に
よる支出

 △189

９．敷金保証金の差入によ
る支出

 △1,219

10．敷金保証金の返還によ
る収入

 927

11．その他  34

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △7,748

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

１．短期借入れによる収入  1,040

２．短期借入金の返済によ
る支出

 △1,040

３．長期借入金の返済によ
る支出

 △848

４．自己株式の処分による
収入

 273

５．少数株主からの払込に
よる収入

 4

６．自己株式の取得による
支出

 △826

７．配当金の支払額  △812

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △2,209
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当連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 △14

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少
額

 △862

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 17,616

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

 ※１ 16,754
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．連結の範囲に関する事項 (１)連結子会社の数　13社

　　連結子会社の名称

　　　㈱ドトールコーヒー、日本レスト

　　ランシステム㈱、㈱マグナ、㈱マド

　　レーヌコンフェクショナリー、日本

　　レストランコンフェクショナリー

　　㈱、日本レストランサプライ㈱、日

　　本レストランサービス㈱、日本レス

　　トランデリバリー㈱、エフアンドエ

　　フシステム㈱、日本レストランフー

　　ズ㈱、日本レストランベジ㈱、日本

　　レストランプロダクツ㈱、日本レス

　　トランハムソー㈱

　　　日本レストランハムソー㈱は平成

　　20年１月に設立し、連結の範囲に含

　　めております。

(２)非連結子会社

　　㈱ドトールコーヒーハワイ、㈱ジャ

　　マイカコーヒー

　　連結の範囲から除いた理由

　　　非連結子会社２社は、いずれも小

　　規模会社であり、総資産、売上高、

　　当期純損益（持分に見合う額）及び

　　利益剰余金（持分に見合う額）等の

　　それぞれの合計額は、いずれも連結

　　財務諸表に重要な影響を及ぼしてお

　　りません。　　　　
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項目
当連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

２．持分法の適用に関する事

項

(１)持分法適用の関連会社数　２社

　　持分法適用関連会社の名称

　　　Ｔ＆Ｎネットサービス㈱、らで

　　ぃっしゅぼーや㈱

　　　Ｔ＆Ｎネットサービス㈱は平成20

　　年１月に設立し、持分法の適用範囲

　　に含めております。

　　　らでぃっしゅぼーや㈱は平成19年

　　12月に新たに株式を取得し当連結会

　　計年度末をみなし取得日として持分

　　法の適用範囲に含めております。

(２)持分法を適用していない非連結子会社

　　㈱ドトールコーヒーハワイ、㈱ジャ

　　マイカコーヒー

　　持分法を適用しない理由

　　　持分法非適用会社２社は、いずれ

　　も当期純損益及び利益剰余金等に及

　　ぼす影響が軽微であり、かつ全体と

　　しても重要性がないため、持分法の

　　適用から除外しております。 

(３)持分法の適用の手続について特に 

　記載する必要があると認められる事項

　　のれん相当額の償却については10年

　間で償却を行います。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日は連結決算日と一致

しております。

４．会計処理基準に関する事

項

 

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ　有価証券

①満期保有目的の債券

　　償却原価法（定額法）

②その他有価証券

 時価のあるもの

 　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）

時価のないもの

　移動平均法に基づく原価法

ロ　デリバティブ

時価法

 ハ　たな卸資産

 ①製品、仕掛品、原材料

総平均法による低価法

店舗設計仕掛品は個別原価法、又、一

部の連結子会社の原材料は最終仕入

原価法

②　商品、店舗食材、貯蔵品

最終仕入原価法

③　仕込品

総平均法による原価法
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項目
当連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

 　　法人税法に規定する方法と同一の基準

　 によっております。

　建物（建物附属設備は除く） 

 ①　平成10年３月31日以前に取得したもの

 　　旧定率法

 ②　平成10年４月1日から平成19年３月31

　 日までに取得したもの

 　　旧定額法

 ③　平成19年４月１日以降に取得したもの

 　　定額法

  建物（建物附属設備は除く）以外

 ①　平成19年３月31日以前に取得したもの

 　　旧定率法

 ②　平成19年４月１日以降に取得したもの

 　　定率法

（但し一部工場の資産については定額法に

よっております。）

 　主な耐用年数

 　　建物及び構築物　　　　15年～50年

 　　機械装置及び運搬具

 　　　　　　　　　　　　　 4年～9年
 ロ　無形固定資産

　自社利用のソフトウェアは、社内にお

ける利用可能期間（５年以内、新物流管

理システム支援ソフトウェアは７年）

に基づく定額法によっております。

 ハ　長期前払費用

　均等償却。なお、償却期間については、

法人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。

(3）繰延資産の処理方法 イ　株式交付費

　発生時に全額費用計上しております。

ロ　創立費

　発生時に全額費用計上しております。
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項目
当連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(4）重要な引当金の計上基

準

イ　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

 ロ　賞与引当金

 　従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当連結会計年度に

負担すべき額を計上しております。

 ハ　役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支給に備えるた

め、役員賞与支給見込額のうち当連結会

計年度に負担すべき額を計上しており

ます。

ニ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務の

見込額に基づき計上しております。

　数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数による定額法により、発生の翌連結

会計年度から費用処理しております。

(5）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス

・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

(6）重要なヘッジ会計の方

法

イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

金利スワップについて、特例処理の要件

を満たしている場合は特例処理を採用

しております。

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段　金利スワップ

　ヘッジ対象　借入金

ハ　ヘッジ方針

　金利リスクの低減と金融収支改善のた

め、対象債務の範囲内でヘッジを行って

おります。

ニ　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性の判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象とヘッジ

手段の相場変動の累計を比較し、両者の

変動額等を基礎にして判断しておりま

す。ただし、特例処理によっている金利

スワップについては、有効性の評価を省

略しております。
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項目
当連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(7）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

　　消費税等の会計処理

　消費税等は税抜方式によっておりま

す。

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。
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追加情報

項目
当連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

役員退職慰労引当金 　連結子会社である株式会社ドトール

コーヒー、日本レストランシステム株式

会社および株式会社マグナは、従来、役

員の退職慰労金支給に備えるため、内規

に基づく要支給額を役員退職慰労引当

金として計上しておりましたが、各社の

取締役会において、役員退職慰労金制度

の廃止を決議し、各社の定時株主総会に

おいて、役員の退職時に取締役および監

査役に対し、役員退職慰労金制度廃止ま

での在任期間に応じた役員退職慰労金

を退任時に支給することが決議されま

した。

　これに伴い、退任時に支給した分を除

き、当該総会までの期間に対応する役員

退職慰労金相当額362百万円を固定負債

の「その他」に計上しております。
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（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成20年２月29日）

※１　非連結子会社及び関連会社の株式

 　　　　投資有価証券（株式） 　　 　　3,043百万円

 　

 ※２　直接控除している貸倒引当金

 　　　　敷金保証金　　　　　 　　　　　　58百万円

 　　　　投資その他の資産「その他」　　  257百万円

 　　　

　３　保証債務

 　　　金融機関借入保証

保証先 金額 　

有限会社小谷野商事 77百万円

株式会社ドトールチャレンジ 41　

株式会社オカダ 39　

株式会社サンブリッジ 35　

有限会社田淵珈琲店 24　

有限会社タイコウエンタープラ

イズ

18　

株式会社トレスアルボレス 15　

有限会社稲垣商事 13　

小薗英雄 11　

合計 276百万円

※４　担保に供している資産

建物及び構築物 53百万円

土地 235　

敷金保証金 240　

合計 529百万円

　上記に対応する債務

長期借入金 90百万円

（うち一年以内返済予定長期

借入金）
(35)

合計 90百万円
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（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

工具器具及び備品 5百万円

合計 5百万円

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 69百万円

工具器具及び備品 12　

解体撤去費用等 60 

合計 141百万円

 

※３　店舗閉鎖損は直営店（25店舗）及び事業所（１事務

所）の閉鎖等に伴うものであります。なお、一部の連

結子会社においては、当連結会計年度末までに閉店の

意思決定を行なった店舗の資産については帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額229百万円

（建物157百万円、リース資産56百万円、その他14百万

円）を店舗閉鎖損に含めて特別損失に計上しており

ます。また、回収可能価額は正味売却価格を使用して

おります。

 

※４　当連結会計年度において、当社グループは、以下の資

産グループについて減損損失を計上しております。

 用途・場所
種別 減損損失(百万円)

店舗

　関東　  9店舗 

　東北    1店舗 

　近畿　  2店舗

　北海道　1店舗

建物及び

構築物
258

 その他 40

 合計 298

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、店舗毎、並びに工場を基本とした資産の

グルーピングを行っております。

 　営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである

資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（298百万円）として特別損失

に計上しております。なお、回収可能価額は固定資産の

使用価値により測定しており、将来キャッシュフロー

を資本コストの６％で割り引いて算定しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

 当連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

 １．発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び総数に関する事項

　

前連結会計年度末

株式数

（株）

当連結会計年度

増加株式数

（株）

当連結会計年度

減少株式数

（株）

当連結会計年度末

株式数

（株）

 発行済株式     

 　　普通株式　　 － 50,609,761 － 50,609,761

 　　　　合計 － 50,609,761 － 50,609,761

 自己株式     

 　　普通株式　　 － 180,075 32 180,043

 　　　　合計 － 180,075 32 180,043

　（注）１．発行済株式の増加50,609,761株は、株式移転による持株会社設立による増加であります。

２．自己株式の増加180,075株は、株式移転前に連結子会社が所有していた自己株式の当社帰属分171,868株、端数

株式の買取による増加1,384株、単元未満株式の買取請求による増加4,323株、また単元未満株式の買増請求に

応じるために市場より買入れた株式2,500株であります。

３．自己株式の減少32株は、単元未満株式の買増請求に応じたことによるものであります。
 ２．配当に関する事項

 （１）配当金支払額

 日本レストランシステム㈱

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成19年８月28日

定時株主総会
普通株式 179 12.00  平年19年５月31日  平成19年８月29日

㈱ドトールコーヒー 

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 632 25.00  平成19年３月31日  平成19年６月29日

  当社は平成19年10月１日に株式移転により設立されたため、上記の配当金支給額は完全子会社となった日本レス

トランシステム株式会社及び株式会社ドトールコーヒーの定時株主総会において決議された金額であります。

 （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月29日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 1,265 25.00  平成20年２月29日  平成20年５月30日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

　　に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年２月29日現在）

現金及び預金勘定 15,754百万円

有価証券 1,000 

現金及び現金同等物 16,754百万円

（リース取引関係）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
（百万
円）

減価償
却累計
額相当
額
（百万
円）

減損損
失累計
額相当
額
（百万
円）

期末残
高相当
額
（百万
円）

有形固定資産
工具器具及び
備品

4,889 3,123 53 1,712

その他 214 68 － 145

合計 5,103 3,192 53 1,858

２．未経過リース料期末残高相当額等　

未経過リース料期末残高相当額

１年内 698百万円

１年超 1,216百万円

合計 1,915百万円

リース資産減損勘定期末残高 19百万円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 1,159百万円

リース資産減損勘定の取崩額 24百万円

減価償却費相当額 1,034百万円

支払利息相当額 57百万円

減損損失 28百万円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。
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（有価証券関係）

 　　　 　１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 種類

当連結会計年度（平成20年２月29日）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

時価が連結貸借

対照表計上額を

超えるもの

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

時価が連結貸借

対照表計上額を

超えないもの

(1）国債・地方債 － － －

(2）社債 501 500 △1

(3）その他 － － －

小計 501 500 △1

合計 501 500 △1

２．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

当連結会計年度（平成20年２月29日）

取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 611 798 186

(2）債券    

①　国債・地方債等 537 578 40

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 1,149 1,376 227

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 2,808 1,885 △922

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 3,104 2,890 △214

小計 5,912 4,775 △1,136

合計 7,061 6,152 △909

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分
当連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

売却額（百万円） 2,965

売却益の合計額（百万円） 361

 　　　　 ４．時価評価されていない主な有価証券の内容
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種類
当連結会計年度（平成20年２月29日）

連結貸借対照表計上額（百万円）

満期保有目的の債券  

合同金銭信託 1,000

 ５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

種類

当連結会計年度（平成20年２月29日）

１年以内
（百万円）

１年超５年
以内
（百万円）

５年超10年
以内
（百万円）

10年超
（百万円）

１．債券     

(1）国債・地方債等 573 － － －

(2）社債 － 500 － －

(3）その他 1,000 － － －

２．その他 － 101 1,823 965

合計 1,573 601 1,823 965
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(1）取引の内容

　　　利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替

予約取引、金利関連では金利スワップ取引でありま

す。

(2）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によ

るリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。

(3）取引の利用目的

　デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債務

の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図

る目的で、また金利関連では借入金利の将来の金利市

場における利率上昇による変動リスクを回避する目

的で利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

イ．ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

　金利スワップについて、特例処理の要件を満たし

ている場合は、特例処理を採用しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

ハ．ヘッジ方針

　金利リスクの低減と金融収支改善のため、対象債

務の範囲内でヘッジを行っております。 

ニ．ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性の判定時点までの期間に

おいて、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断してお

ります。

　ただし、特例処理によっている金利スワップにつ

いては、有効性の評価を省略しております。

(4）取引に係るリスクの内容

　　　為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを、金利

スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有し

ておりますが、相手先金融機関の契約不履行によるリ

スクは少ないと認識しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、職務

権限規定による決裁担当者の承認を得て行っており

ます。

２．取引の時価等に関する事項

 区分  種類

 当連結会計年度（平成20年２月29日）

契約額等
（百万円）

契約額等の
うち1年超
 （百万円）

 時価
（百万円）

評価損益
 （百万円）

市場取引以外
の取引

為替予約取引
買建
米ドル

624 343 617 △6
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 区分  種類

 当連結会計年度（平成20年２月29日）

契約額等
（百万円）

契約額等の
うち1年超
 （百万円）

 時価
（百万円）

評価損益
 （百万円）

合計 624 343 617 △6

 注)１．時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。 

　　２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　当社グループは、確定給付型の制度として、適格退職年金

制度及び退職一時金制度を採用しております。なお、一部

の連結子会社は退職一時金のみであります。

　また、一部の連結子会社はこの他に複数事業制度による

企業年金（全日本コーヒー厚生年金基金）に加盟してお

ります。

２．退職給付債務およびその内訳

 
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

(1）退職給付債務（百万円）  △1,612 

(2）年金資産（百万円）  388  

(3）未積立退職給付債務（百万円）(1)＋(2)  △1,224 

(4）会計基準変更時差異の未処理額
（百万円）

 ─   

(5）未認識数理計算上の差異（百万円）  245 

(6）未認識過去勤務債務（百万円）  ─   

(7）連結貸借対照表計上額純額（百万円）
(3)＋(4)＋(5)＋(6)  △978 

(8）前払年金費用（百万円）  ─  

(9）退職給付引当金（百万円）(7)－(8)  △978 

３．退職給付費用の内訳

 
当連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

退職給付費用（百万円）  506 

(1）勤務費用（百万円）  152 

(2）利息費用（百万円）  30 

(3）数理計算上の差異の費用処理額
（百万円）

 25 

(4）期待運用収益  3 

(5）総合設立型厚生年金基金の年金掛金  302 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

(1）割引率（％） 2.0％～2.5％　
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当連結会計年度

（平成20年２月29日）

(2）退職給付見込額の期間配分方法 　　　 期間定額基準

(3）数理計算上の差異の処理年数（年） ５年～９年

５．要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項

          (１)制度全体の積立状況に関する事項(平成19年３月31日現在)

　年金資産の額 　　　　　　　15,015百万円　

　年金財政計算上の給付債務の額 　　　　　　　15,202百万円

　差引額 　　　　　　   △187百万円

          (２)制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合(平成19年３月31日現在)

 　　　　　　 21.97％

          (３)上記(１)の差引額の内訳は、年金財政計算上の過去勤務債務残高３億35百万円、

              別途積立金及び当年度剰余金１億48百万円であります。本制度における過去勤

              務債務の償却方法は、期間７年の元利均等償却であり、当社グループは、当期

              の連結財務諸上、特別掛金18百万円を費用処理しております。

　 　         なお、上記(２)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致いたしません。
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（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自　平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

会社名 ㈱ドトールコーヒー

決議年月日 平成14年６月27日

付与対象者の区分及び人数（名）
㈱ドトールコーヒー及び同社子会社の取締役　11名

㈱ドトールコーヒー及び同社子会社の勤続半年以上の従業員　496名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式

付与日 平成14年７月１日

権利確定条件

付与日（平成14年７月１日）から権利確定日（平成16年７月１日）まで継

続して勤務していること（任期満了に伴う退任、定年退職その他正当な理

由ある場合を除く）。

対象勤務期間 平成14年７月１日～平成16年７月１日

権利行使期間 平成16年７月１日～平成19年６月30日

会社名 ㈱ドトールコーヒー

決議年月日 平成15年６月27日

付与対象者の区分及び人数（名）
㈱ドトールコーヒー及び同社子会社の取締役　９名

㈱ドトールコーヒー及び同社子会社の勤続半年以上の従業員　561名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式

付与日 平成15年７月１日

権利確定条件

付与日（平成15年７月１日）から権利確定日（平成17年７月１日）まで継

続して勤務していること（任期満了に伴う退任、定年退職その他正当な理

由ある場合を除く）。

対象勤務期間 平成15年７月１日～平成17年７月１日

権利行使期間 平成17年７月１日～平成20年６月30日

会社名 ㈱ドトールコーヒー

決議年月日 平成16年６月29日

付与対象者の区分及び人数（名）
㈱ドトールコーヒー及び同社子会社の取締役　７名

㈱ドトールコーヒー及び同社子会社の勤続半年以上の従業員　579名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式

付与日 平成16年４月１日

権利確定条件

付与日（平成16年４月１日）から権利確定日（平成18年７月１日）まで継

続して勤務していること（任期満了に伴う退任、定年退職その他正当な理

由ある場合を除く）。

対象勤務期間 平成16年４月１日～平成18年７月１日

権利行使期間 平成18年７月１日～平成21年６月30日

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

会社名 　 ㈱ドトールコーヒー ㈱ドトールコーヒー ㈱ドトールコーヒー

決議年月日 　 平成14年６月27日 平成15年６月27日 平成16年６月29日

権利確定前 　    
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会社名 　 ㈱ドトールコーヒー ㈱ドトールコーヒー ㈱ドトールコーヒー

決議年月日 　 平成14年６月27日 平成15年６月27日 平成16年６月29日

期首 （株） － － －

付与 （株） － － －

失効 （株） － － －

権利確定 （株） － － －

未確定残 （株） － － －

権利確定後 　    

期首 （株） 498,400 102,100 218,200

権利確定 （株） － － －

権利行使 （株） － 53,900 90,900

失効 （株） 498,400 48,200 127,300

未行使残 （株） － － －

②　単価情報

会社名 　 ㈱ドトールコーヒー ㈱ドトールコーヒー ㈱ドトールコーヒー

決議年月日 　 平成14年６月27日 平成15年６月27日 平成16年６月29日

権利行使価格 （円） 2,999 1,710 1,996

行使時平均株価 （円） － 2,035 2,031

付与日における公平な評価単

価
（円） － － －
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（税効果会計関係）

当連結会計年度
（平成20年２月29日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

（繰延税金資産）   

土地評価差額 129百万円

賞与引当金 370 

貸倒引当金 158 

未払事業税 128 

役員退職慰労金未払額 147 

減損損失 243 

退職給付引当金 398 

その他有価証券評価差額金 394 

その他 492 

繰延税金資産小計 2,463 

評価性引当額 △44 

繰延税金資産合計 2,419 

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 24 

繰延税金負債合計 24 

繰延税金資産の純額 2,394百万円

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

 当連結会計年度

 （平成20年２月29日）

流動資産－繰延税金資産 760百万円

固定資産－繰延税金資産 1,652百万円

固定負債－その他

　　　　（繰延税金負債）

△18百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主な項目の内訳

法定実効税率 40.7 ％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目

0.4  

住民税均等割等 2.3  

その他 0.2  

税効果会計適用後の法人税等負担率 43.6  
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

 

小売事業
（百万円）

卸売事業
（百万円）

その他の
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

レストラン
　部門 

喫茶部門

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上

高
30,022 29,652 40,724 915 101,314 － 101,314

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
0 － 1,195 290 1,486 (1,486) －

計 30,022 29,652 41,920 1,205 102,800 (1,486) 101,314

営業費用 24,070 27,611 36,692 1,207 89,583 1,726 91,309

営業利益（又は営業損

失）
5,952 2,040 5,227 △2 13,217 (3,212) 10,004

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出
       

資産 27,670 20,053 11,414 538 59,676 31,481 91,158

減価償却費 741 1,138 468 0 2,349 376 2,725

減損損失 31 267 － － 298 － 298

資本的支出 4,274 2,147 441 － 6,863 670 7,533

　（注）１．事業区分は、当社の内部管理上採用している区分に基づき、販売方法の類似性を考慮し、小売事業、卸売事業、

その他の事業に区分しております。

　　　　２．各事業区分の主要な内容

　　　　・小売事業　　……コーヒーその他飲食品類の直営店における小売販売

　　　　　　レストラン部門：日本レストランシステムグループの直営店　　　　　

  　　　　　喫茶部門　　　：ドトールコーヒーグループの直営店

 　　　 ・卸売事業　　……コーヒーその他飲食品類、器具、消耗品等の卸販売及び加盟金・ロイヤリティ収入

 　　　 ・その他の事業……店舗設計収入等

 　　　 ３　当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、2,705

　　　　　　百万円であり、当グループの管理部門に係る費用であります。

 　　　 ４　当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、33,134百万円であ

　　　　　　り、その主なものは、余資運用資金及び管理部門に係る費用であります。

 　　　 ５　減価償却費及び資本的支出には、無形固定資産、敷金保証金及び長期前払費用とこれらに係る償却額が

　　　　　　含まれております。

 

【所在地別セグメント情報】

当連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

　在外連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

【海外売上高】

当連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。
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【関連当事者との取引】

当連結会計年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

主要株主（個
人）及びその
近親者

鳥羽博道 ― ―
当社名誉
会長

(被所有)直
接10.9

― ― 顧問料等 9 ― ―

　（注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(a）鳥羽博道との取引価格等は、一般取引条件により決定しております。
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（企業結合等関係）

連結会計年度（平成19年３月１日から平成20年２月29日）

持分プーリング法の適用 

　平成19年10月１日に日本レストランシステム㈱と㈱ドトールコーヒーは、共同株式移転により共同持株会社㈱

ドトール・日レスホールディングス（当社）を設立いたしました。

　当社は、当連結会計年度の連結財務諸表の作成にあたり、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成

15年10月31日）および「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会計基

準第７号）ならびに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　

平成18年12月22日　企業会計基準適用指針第10号）を適用しております。

　具体的には、当社を親会社とし、日本レストランシステム㈱と㈱ドトールコーヒーを連結子会社とした持分

プーリング法により連結財務諸表を作成しております。 

（１）結合当事企業の名称およびその事業の内容、企業結合の目的、企業結合日、企業結合の法的形式および

　　　結合後企業の名称

 

   

 結合当時企業の名称及び事業内容

 日本レストランシステム㈱ 多業態レストラン

チェーンの経営

 ㈱ドトールコーヒー コーヒーの焙煎加

工ならびに販売

 　企業結合の目的  持株会社設立による競争力のある企業グループ形成

 　企業結合日  平成19年10月1日

 　企業結合の法的形式  株式移転

 　結合後企業の名称  ㈱ドトール・日レスホールディングス

（２）議決権のある株式の移転比率およびその算定方法、交付株式数、企業結合後の議決権比率および当該企

　　　業結合を持分の結合と判断した理由

  ①　株式移転比率、交付株式数、企業結合後の議決権比率

会社名 日本レストランシステム㈱ ㈱ドトールコーヒー

 株式移転比率 1.687 1.0

 交付株式数 25,304,686株　　　 25,305,075株　　　 

（注）企業結合により、日本レストランシステム㈱、㈱ドトールコーヒーは完全子会社となり、㈱ドトール・　

　　　日レスホールディングスに対して各社株主が有することとなった、取得か持分の結合かを識別するため

　　　の議決権比率は、日本レストランシステム㈱50％、㈱ドトールコーヒー50％となっております。

  ②　株式移転比率の算定方法

  　　株式移転比率算定に対する第三者機関として、日本レストランシステム㈱は大和証券㈱、㈱ドトールコ

　　ーヒーは野村證券㈱をそれぞれファイナンシャル・アドバイザーとして任命し、市場株価法、ＤＣＦ（デ

　　ィスカウンテッド・キャッシュフロー）法、類似会社比較法、市場株価平均法などの評価方法の評価結果

　　を参考にしたうえで、両社慎重に協議を重ね株式移転比率を決定いたしました。

　③　当該企業結合を持分の結合と判断した理由

  　　両結合当事企業の株主も他の企業を支配したことは認められず、結合後企業のリスクや便益を引き続き

　　相互に共有することを達成すると判断したためであります。　

（３）連結財務諸表に含まれている被結合企業の実績の期間

　　　当連結会計年度に含まれている業績は、平成19年３月１日から平成20年２月29日となっております。
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（４）被結合企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳

 　　 日本レストランシステム㈱

    

　流動資産 9,886百万円　流動負債 3,482百万円

　固定資産 20,918百万円　固定負債 554百万円

　資産合計 30,805百万円　負債合計 4,037百万円

　 　　株主資本 26,715百万円

　 　　評価・換算差額等 52百万円

　 　　純資産合計 26,767百万円

　　  ㈱ドトールコーヒー

    

　流動資産 16,767百万円　流動負債 6,200百万円

　固定資産 34,005百万円　固定負債 2,594百万円

　資産合計 50,772百万円　負債合計 8,795百万円

　 　　株主資本 41,867百万円

　 　　評価・換算差額等 109百万円

　 　　純資産合計 41,977百万円

（５）会計処理方法の統一および企業結合前の取引等の消去の内容ならびに企業結合に要した支出

  ①　会計処理方法の統一

　　  従来、一部の連結子会社において、賃借物件原状回復費用および解体撤去費用を営業外費用として計上

　　しておりましたが、当連結会計年度より、賃借物件原状回復費用については、特別損失の店舗閉鎖損とし

　　て計上し、解体撤去費用については特別損失の固定資産除却損に含めて計上しております。また、現金過

　　不足を営業外費用として計上しておりましたが、販売費及び一般管理費に含めて計上しております。

  ②　企業結合前の取引等の消去の内容

　　　該当事項はありません。

  ③　企業結合に要した支出

    

　株式交付費 　　 19百万円

　創立費 　　 7百万円

　株式上場費用 　　 11百万円

　合計 　　 38百万円

 

（６）企業結合の結果、処分することが決定された重要な事業

　　  該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 1,496円94銭

１株当たり当期純利益 108円07銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当期純利益（百万円） 5,453

普通株主に帰属しない金額（百万円） －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 5,453

期中平均株式数（千株） 50,467

（重要な後発事象）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 （重要な資産の譲渡）

 　当社の連結子会社である㈱マドレーヌコンフェクショナ

　リーは、平成20年３月19日開催の取締役会において、同

　社所有の土地の譲渡について決議いたしました。

　　その概要は次のとおりです。

 （1）譲渡する相手先の名称

　　　　京成電鉄株式会社

 （2）譲渡資産の内容

　　　　所在地　　千葉県習志野市芝園二丁目

　　　　敷地面積　12,977㎡

　　　　地目　　　雑種地

 （3）不動産売買契約締結日

　　　　平成20年３月28日

 （4）引渡し予定日

　　　　平成20年７月31日

 （5）譲渡金額

　　　　2,010百万円
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 － 520 1.41 －

一年以内に返済予定の長期借入金 － 127 1.37 －

長期借入金（一年以内に返済予定のものを除く。） － 55 2.95 平成22年

その他の有利子負債     

長期未払金（１年以内） － － － －

長期未払金（１年超） － － － －

計 － 702 － －

　（注）１．平均利率については、期末時点の借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）及びその他の有利子負債（１年以内に返済予定のものを

除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 22 33 － －

その他の有利子負債 － － － －

合計 22 33 － －

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  
当事業年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   1,282  
２．前払費用   0  
３．繰延税金資産   1  
４．未収法人税等   316  
流動資産合計   1,601 2.3

Ⅱ　固定資産     

１．投資その他の資産     

(1）関係会社株式   68,594  

固定資産合計   68,594 97.7

資産合計   70,196 100.0
　 　    

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．未払金   1  
２．未払法人税等   3  
３．未払消費税等   5  
４．預り金   3  

流動負債合計   13 0.0

負債合計   13 0.0
　 　    

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

　１. 資本金   1,000 1.4
２．資本剰余金     

(1)資本準備金  1,000   

(2)その他資本剰余金  66,594   

資本剰余金合計   67,594 96.3
３．利益剰余金     

(1)その他利益剰余金     

　繰越利益剰余金  1,603   

利益剰余金合計   1,603 2.3
　４. 自己株式   △14 △0.0

株主資本合計   70,182 100.0

純資産合計   70,182 100.0

負債純資産合計   70,196 100.0
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②【損益計算書】

  
当事業年度

（自　平成19年10月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益     

１．事業会社管理収入  149   

２．関係会社配当金収入  ※１ 1,599 1,749 100.0

売上総利益   1,749 100.0

Ⅱ　営業費用     

１．役員報酬  72   

２．支払手数料  11   

３．顧問料  9   

４．その他  11 104 6.0

営業利益   1,645 94.0

Ⅲ  営業外収益     

１．受取利息  0 0 0.0

　 　    

Ⅳ　営業外費用     

１．株式交付費  19   

２．創立費  7   

３．株式上場費用  11   

４．その他  0 38 2.2

経常利益   1,606 91.8

税引前当期純利益   1,606 91.8

法人税、住民税及び事業
税

 4   

法人税等調整額  △1 3 0.2

当期純利益   1,603 91.6
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③【株主資本等変動計算書】

 　　　 当事業年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年２月29日）

 

株主資本 

純資産合計
資本金 

 資本剰余金 利益剰余金 

自己
株式 

株主
資本 
合計 

資本
準備金 

その他資本
剰余金 

資本
剰余金
合計 

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金 

 平成19年10月１日　残高

　　　　　　（百万円）
1,000 1,000 66,594 67,594 － － － 68,594 68,594

 事業年度中の変動額          

 　当期純利益 － － － － 1,603 1,603 － 1,603 1,603

 　自己株式の取得 － － － － － － △15 △15 △15

 　自己株式の処分 － － △0 △0 － － 0 0 0

 事業年度中の変動額合計

　　　　　　（百万円）
－ － △0 △0 1,603 1,603 △14 1,588 1,588

 平成20年２月29日　残高

　　　　　　（百万円）
1,000 1,000 66,594 67,594 1,603 1,603 △14 70,182 70,182
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重要な会計方針

項目
当事業年度

（自　平成19年10月１日
至　平成20年２月29日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

  
  
  

２．繰延資産の処理方法 (1）株式交付費

　発生時に全額費用計上しております。

 (2）創立費

　発生時に全額費用計上しております。

３．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

　消費税等は税抜方式によっておりま

す。

注記事項

（貸借対照表関係）

 　　　該当事項はありません。

（損益計算書関係）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年２月29日）

※１　関係会社との取引に係わるものが、次のとおり含ま

れております。

関係会社配当金収入 1,599百万円

（株主資本等変動計算書関係）

 当事業年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年２月29日）
 　自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前期末株式数

（株）

当期増加株式数

（株）

当期減少株式数

（株）

当期末株式数

（株）

 自己株式     

 　　普通株式 － 8,207 32 8,175

 　　　　合計 － 8,207 32 8,175

 （注）１．自己株式の増加は、端数株式の買取による増加1,384株、単元未満株式の買取請求による増加4,323株、また

　　　　　 単元未満株式の買増請求に応じるために市場より買入れた株式2,500株であります。

　　　 ２．自己株式の減少32株は、単元未満株式の買増請求に応じたことによるものであります。

（リース取引関係）

 　　　　該当事項はありません。

（有価証券関係）

　該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

 「１連結財務諸表等（１）連結財務諸表　注記事項　企業結合等関係」に記載のとおりであります。　

（税効果会計関係）

当事業年度
（平成20年２月29日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

（繰延税金資産）   

未払事業税 0百万円

その他 0 

繰延税金資産合計 1 

繰延税金資産の純額 1百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主な項目の内訳

法定実効税率 40.7 ％

（調整）   

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目等

△40.5  

その他 0.0  

税効果会計適用後の法人税等負担率 0.2  

 

（１株当たり情報）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 1,386円96銭

１株当たり当期純利益 31円68銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当事業年度

（自　平成19年10月１日
至　平成20年２月29日）

当期純利益（百万円） 1,603

普通株主に帰属しない金額（百万円） －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,603

期中平均株式数（千株） 50,605

（重要な後発事象）

 　　　　　該当事項はありません。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

　該当事項はありません。

【有形固定資産等明細表】

 　　　　　 該当事項はありません。

【引当金明細表】

　　　　　　該当当事項はありません。

（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

 　　　　　現金及び預金

区分 金額（百万円）

預金の種類  

普通預金 1,282

合計 1,282

②　固定資産

 　　　　　関係会社株式

銘柄 金額（百万円）

子会社株式  

　㈱ドトールコーヒー 41,867

　日本レストランシステム㈱ 26,726

合計 68,594

（３）【その他】

　株式移転により当社の完全子会社となった株式会社ドトールコーヒー及び日本レストランシステム株式会社の

最近２連結会計年度に係る連結財務諸表は、以下のとおりであります。
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（株式会社ドトールコーヒー）

(1）連結財務諸表

①　連結貸借対照表

　 　
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部） 　       

Ⅰ　流動資産 　       

１　現金及び預金 　  4,262   8,043  

２　受取手形及び売掛金 　  5,098   4,892  

３　有価証券 　  6,598   1,000  

４　たな卸資産 　  1,011   1,216  

５　繰延税金資産 　  415   530  

６　その他 　  1,219   1,064  

７　貸倒引当金 　  △45   △94  

流動資産合計 　  18,560 34.7  16,652 30.8

Ⅱ　固定資産 　       

１　有形固定資産 　       

(1）建物及び構築物 　 17,603   19,024   

減価償却累計額 　 7,244 10,358  7,952 11,071  

(2）機械装置及び運搬具 　 3,784   4,149   

減価償却累計額 　 2,119 1,665  2,395 1,754  

(3）工具器具及び備品 　 1,733   1,701   

減価償却累計額 　 1,301 431  1,350 350  

(4）土地 　  2,975   2,975  

(5）建設仮勘定 　  533   49  

有形固定資産合計 　  15,964 29.9  16,201 30.0

２　無形固定資産 　       

(1）ソフトウェア 　  1,590   1,455  

(2）施設利用権他 　  38   38  

  無形固定資産合計 　  1,629 3.1  1,494 2.8
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

３　投資その他の資産 　       

(1）差入保証金 ※２  10,075   9,975  

(2）繰延税金資産 　  661   1,226  

(3）親会社株式 　  ―   323  

(4）投資有価証券 ※１  5,657   7,483  

(5）その他 ※２  881   687  

投資その他の資産合計 　  17,275 32.3  19,696 36.4

  固定資産合計 　  34,869 65.3  37,392 69.2

  資産合計 　  53,429 100.0  54,044 100.0

　 　       

（負債の部） 　       

Ⅰ　流動負債 　       

１　支払手形及び買掛金 　  4,298   4,416  

２　短期借入金 　  612   546  

３　未払法人税等 　  389   1,135  

４　賞与引当金 　  677   599  

５　役員賞与引当金 　  33   ―  

６　その他 　  1,861   2,139  

  流動負債合計 　  7,871 14.7  8,837 16.3

Ⅱ　固定負債 　       

１　長期借入金 　  26   ―  

２　退職給付引当金 　  664   719  

３　役員退職慰労引当金 　  93   ―  

４　その他 　  1,881   2,017  

  固定負債合計 　  2,666 5.0  2,736 5.1

  負債合計 　  10,537 19.7  11,574 21.4
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１　資本金 　  11,141   11,141  

２　資本剰余金 　  11,775   11,775  

３　利益剰余金 　  22,976   20,132  

４　自己株式 　  △3,143   ―  

　株主資本合計 　  42,749 80.0  43,050 79.7

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１　その他有価証券評価差額
金

　  141 0.3  △579 △1.1

　評価・換算差額等合計 　  141 0.3  △579 △1.1

　純資産合計 　  42,891 80.3  42,470 78.6

　負債純資産合計 　  53,429 100.0  54,044 100.0
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②　連結損益計算書

　 　
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  68,596 100.0  65,252 100.0

Ⅱ　売上原価 　  34,486 50.3  32,269 49.5

売上総利益 　  34,110 49.7  32,982 50.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　       

１　配送費 　 3,006   3,101   

２　販促・広告宣伝費 　 863   831   

３　貸倒引当金繰入額 　 1   48   

４　役員退職慰労引当金繰入
額

　 26   6   

５　給料及び手当 　 8,864   8,743   

６　賞与引当金繰入額 　 614   551   

７　役員賞与引当金繰入額 　 33   33   

８　退職給付費用 　 412   378   

９　法定福利厚生費 　 976   967   

10　水道光熱費 　 1,318   1,325   

11　地代家賃 　 5,785   5,667   

12　減価償却費 　 1,504   1,416   

13　その他 　 6,362 29,772 43.4 6,307 29,378 45.0

営業利益 　  4,337 6.3  3,604 5.5

Ⅳ　営業外収益 　       

１　受取利息 　 254   269   

２　受取保険金 　 0   6   

３　受取手数料 　 10   8   

４　保険配当金 　 2   ―   

５　為替差益 　 5   0   

６　不動産賃貸収入 　 60   53   

７　雑収入 　 56 389 0.6 55 392 0.6
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅴ　営業外費用 　       

１　支払利息 　 6   7   

２　不動産賃貸費用 　 15   22   

３　株式交付費 　 5   ―   

４　自己株式買取手数料 　 5   ―   

５　雑損失 　 0 32 0.1 1 31 0.0

経常利益 　  4,694 6.8  3,966 6.1

Ⅵ　特別利益 　       

  １　投資有価証券売却益 　 －   358   

２　固定資産売却益 ※１ －   5   

３　移転補償金 ※２ 30   ―   

４　退店補償金収入 　 －   64   

５　保険解約益 　 －   49   

６　その他 　 － 30 0.1 18 496 0.7

Ⅶ　特別損失 　       

１　固定資産除却損 ※３ 152   57   

２　固定資産売却損 ※４ 1   ―   

３　店舗閉鎖損 ※５ 225   342   

４　役員退職金 　 233   ―   

５　保険解約損 　 33   ―   

６　減損損失 ※６ 153   267   

７　経営統合費用 　 ―   190   

８　その他　 　 ― 800 1.2 81 939 1.4

税金等調整前当期純利
益

　  3,924 5.7  3,522 5.4

法人税、住民税及び事業
税

　 1,409   1,785   

法人税等調整額 　 329 1,739 2.5 △184 1,600 2.5

当期純利益 　  2,185 3.2  1,921 2.9
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③　連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　 株主資本

　 資本金 新株式払込金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高（百万円） 11,140 1 11,774 21,522 △5 44,432

連結会計年度中の変動額       

新株の発行 1 △1 1 － － 1

剰余金の配当 － － － △673 － △673

役員賞与 － － － △58 － △58

当期純利益 － － － 2,185 － 2,185

自己株式の取得 － － － － △3,142 △3,142

自己株式の処分 － － － △0 3 3

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － － － － －

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

1 △1 1 1,453 △3,138 △1,682

平成19年３月31日残高（百万円） 11,141 － 11,775 22,976 △3,143 42,749

　 評価・換算差額等

純資産合計
　

その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

平成18年３月31日残高（百万円） △1 △1 44,430

連結会計年度中の変動額    

新株の発行 － － 1

剰余金の配当 － － △673

役員賞与 － － △58

当期純利益 － － 2,185

自己株式の取得 － － △3,142

自己株式の処分 － － 3

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

143 143 143

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

143 143 △1,539

平成19年３月31日残高（百万円） 141 141 42,891

　（注）　剰余金の配当△673百万円及び役員賞与△58百万円は、平成18年６月の定時株主総会における利益処分によるも

のであります。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年２月29日）

　 株主資本

　 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高（百万円） 11,141 11,775 22,976 △3,143 42,749

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当 － － △1,432  △1,432

当期純利益 － － 1,921 － 1,921

自己株式の取得 － － － △811 △811

自己株式の処分 － － △3,332 3,954 621

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － △2,843 3,143 300

平成20年２月29日残高（百万円） 11,141 11,775 20,132 － 43,050
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　 評価・換算差額等

純資産合計
　

その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

平成19年３月31日残高（百万円） 141 141 42,891

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当 － － △1,432

当期純利益 － － 1,921

自己株式の取得 － － △811

自己株式の処分 － － 621

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△721 △721 △721

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△721 △721 △421

平成20年２月29日残高（百万円） △579 △579 42,470
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④　連結キャッシュ・フロー計算書

　 　
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ
・フロー

　   

１　税金等調整前当期純利益 　 3,924 3,522

２　減価償却費 　 1,922 1,811

３　固定資産売却損益 　 1 △5

４　固定資産除却損 　 122 16

５　減損損失 　 153 267

６　店舗閉鎖損 　 169 237

７　投資有価証券売却益 　 － △358

８　関係会社株式評価損 　 － 9

９　貸倒引当金の増加額（又
は減少額（△））

　 △19 48

10　賞与引当金の増加額
（又は減少額（△））

　 47 △77

11　役員賞与引当金の増加額
（又は減少額（△））

　 33 △4

12　退職給付引当金の増加額 　 164 54

13　役員退職慰労引当金の増
加額
（又は減少額（△））

　 △759 4

14　受取利息及び受取配当金 　 △254 △276

15　支払利息 　 6 7

16　為替差損益 　 △0 13

17　売上債権の増加額（又は
減少額（△））

　 △457 206

18　たな卸資産の減少額（又
は増加額（△））

　 71 △205

19　仕入債務の増加額（又は
減少額（△））

　 △46 118

20　その他固定負債の増加額 　 0 29

21　その他 　 △273 317

小計 　 4,806 5,738
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

22　利息及び配当金の受取額 　 230 298

23　利息の支払額 　 △7 △4

24　法人税等の支払額 　 △2,229 △995

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

　 2,799 5,037

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ
・フロー

　   

１　有形固定資産の取得によ
る支出

　 △2,829 △2,272

２　有形固定資産の売却によ
る収入

　 26 53

３　無形固定資産の取得によ
る支出

　 △104 △167

４　無形固定資産の売却によ
る収入

　 0 －

５　有価証券の取得による支
出

　 △6,299 △0

６　有価証券の売却による収
入

　 5,600 2,800

７　投資有価証券の取得によ
る支出

　 △2,143 △5,525

８　投資有価証券の売却によ
る収入

　 － 2,953

９　保証金の差入れによる支
出

　 △808 △446

10　保証金の返還による収入 　 556 562

11　その他投資等の増加によ
る支出

　 △167 △147

12　その他投資等の減少によ
る収入

　 44 －

13　その他 　 50 211

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

　 △6,075 △1,977
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ
・フロー

　   

１　短期借入れによる収入 　 1,040 520

２　短期借入金の返済による
支出

　 △1,040 △520

３　長期借入金の返済による
支出

　 △139 △92

４　新株式発行による収入 　 1 －

５　新株式払込による収入 　 － 292

６　配当金の支払額 　 △673 △1,432

７　自己株式取得による支出 　 △3,142 △811

８　その他 　 3 △20

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

　 △3,948 △2,064

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

　 0 △13

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額△）

　 △7,223 982

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

　 15,285 8,061

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※１ 8,061 9,043

EDINET提出書類

株式会社ドトール・日レスホールディングス(E03518)

有価証券報告書

 82/152



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の２社

　連結子会社の名称

　　株式会社マグナ

　　株式会社マドレーヌコンフェクショナリー

 　　　非連結子会社の名称

　　　　 株式会社ドトールコーヒーハワイ

　　　　 株式会社ジャマイカコーヒー

１　連結の範囲に関する事項

(1）　　　　　　　　 同左

(2）非連結子会社２社は、いずれも小規模会社であり、

総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等のそれぞれの合計

額は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼして

おりません。

(2）　　　　　　　　 同左

２　持分法の適用に関する事項

 　　持分法を適用しない非連結子会社の名称

　　　 株式会社ドトールコーヒーハワイ

　　　 株式会社ジャマイカコーヒー

　非連結子会社２社については、それぞれ当期純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため、持分法の適用から除外してお

ります。

２　持分法の適用に関する事項

同左

３　連結決算日の変更に関する事項

　――――――――　

３　連結決算日の変更に関する事項

　平成19年６月28日開催の第46期定時臨時株主総会におい

て、決算期を従来の３月31日から２月末日とする定款の一

部変更を行いました。従いまして、当連結会計年度は平成

19年４月１日から平成20年２月29日までの11ヶ月決算と

なっております。

　なお、当社の決算期変更に伴い、当社の連結子会社も決算

期を変更しております。連結子会社の、㈱マドレーヌコン

フェクショナリー、㈱マグナは11ヶ月決算となっておりま

す。

　変更の理由は、持株会社㈱ドトール・日レスホールディ

ングスの設立に伴い事業年度を同社と統一し、連結決算作

業の合理化・効率化を図るためのものであります。

４　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致してお

ります。

４　連結子会社の事業年度等に関する事項

同左
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

５　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

(イ）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

５　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

(イ）満期保有目的の債券

同左

(ロ）その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

(ロ）その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

時価のないもの

同左

②　デリバティブ

―――――――

②　デリバティブ

時価法

　

②　たな卸資産

製品・仕掛品・原材料

総平均法に基づく低価法

ただし、店舗設計仕掛品は個別原価法

②　たな卸資産

製品・仕掛品・原材料

同左

　

商品・貯蔵品

最終仕入原価法

商品・貯蔵品

同左
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法

　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっておりま

す。

　ただし、平成10年４月以降取得した建物（建物

附属設備を除く）及び関西工場については定額

法によっております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

建物(建物附属設備を除く)及び関西工場

(イ)平成10年３月31日以前に取得したもの 

 　 旧定率法によっております。

(ロ)平成10年４月１日から平成19年３月31日ま　

　　でに取得したもの

 　 旧定額法によっております。

(ハ)平成19年４月１日以降に取得したもの 

 　 定額法によっております。

建物(建物附属設備を除く)及び関西工場以外

(イ)平成19年３月31日以前に取得したもの 

 　 旧定率法によっております。

(ロ)平成19年４月１日以降に取得したもの 

 　 定率法によっております。

 　　　　主な耐用年数

  　　　　 建物及び構築物　　　　15年～50年

 　　　　　工具、器具及び備品並びに車両運搬具

　　 　　　　　　　　　　　 　　　3年～10年

 (会計方針の変更)

  法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律　

平成19年３月30日　法律第６号)及び(法人税法施行令の

一部を改正する政令　平成19年３月30日 政令第83号))に

伴い、平成19年４月１日以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく方法に変更しておりま

す。これにより、従来の方法に比べ営業利益、経常利益、

税金等調整前当期純利益が19百万円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載

しております。

  (追加情報)

  当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に取得し

たものについては、償却可能限度額まで償却が終了した

翌年から５年間で均等償却する方法によっております。

これにより、従来の方法に比べ営業利益、経常利益、税金

等調整前当期純利益が８百万円減少しております。

②　無形固定資産

定額法

　なお、耐用年数については、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっております。

　また、自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年以内、新物流管理シ

ステム支援ソフトウェアは７年）に基づく定額

法によっております。

②　無形固定資産

同左

③　長期前払費用

均等償却

　なお、償却期間については、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっております。

③　長期前払費用

同左
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

(3）重要な繰延資産の処理方法

　株式交付費は、発生時に全額費用として処理してお

ります。

(3）重要な繰延資産の処理方法

　―

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については、個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員への賞与支給に備えるため、将来の支給見

込額のうち当連結会計年度負担額を計上しており

ます。

②　賞与引当金

同左

③　役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき、当連結会計年度に見合う額を

計上しております。

③　役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき、当連結会計年度に見合う額を

計上しております。

（会計方針の変更）

　当連結会計年度から、「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準委員会平成17年11月29日企業

会計基準第４号）を適用しております。

　この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益が33百万円減少し

ております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載しております。

 

 

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき、当連結会計年度末において発生していると

認められる額を計上しております。

　また、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計

年度から費用処理することとしております。

④　退職給付引当金

同左

⑤　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上しております。

⑤　役員退職慰労引当金

―――――――

  (追加情報)

  当社及び連結子会社である株式会社マグナは従来、役

員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく要支給

額を役員退職慰労引当金として計上しておりましたが、

平成19年５月18日開催の取締役会において、役員退職慰

労金制度の廃止を決議し、当社は平成19年６月28日開催

の定時株主総会において、また、株式会社マグナは平成

19年６月27日開催の定時株主総会において、役員の退任

時に取締役及び監査役に対し、役員退職慰労金制度廃止

までの在任期間に応じた役員退職慰労金を退任時に支

給することが決議されました。

　これに伴い、当該総会までの期間に対応する役員退職

慰労金相当額98百万円を固定負債の「その他」に計上

しております。
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

(5）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）消費税等の会計処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理については、税抜

き方式によっております。

(6）消費税等の会計処理方法

同左

６　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評

価法によっております。

６　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及

び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能でかつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっております。

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準第８号平成17年12月

９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は42,891百万

円であります。なお、当連結会計年度における連結貸借対

照表の純資産の部については、連結財務諸表規則の改正に

伴い、改正後の連結財務諸表規則により作成しておりま

す。

　──────

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

　前連結会計年度において「新株発行費」として掲記され

ていたものは、当連結会計年度において「株式交付費」と

して表示しております。

　──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年２月29日）

※１　非連結子会社に対する主な資産 ※１　非連結子会社に対する主な資産

投資有価証券（株式） 1,614百万円 投資有価証券（株式） 1,604百万円

※２　直接控除している貸倒引当金 ※２　直接控除している貸倒引当金

差入保証金 58百万円

投資その他の資産の「その他」 258百万円

差入保証金 58百万円

投資その他の資産の「その他」 257百万円

　３　保証債務

連結会社以外の会社等に対する金融機関借入保証

　３　保証債務

連結会社以外の会社等に対する金融機関借入保証

保証先 　 金額

有限会社小谷野商事 　 85百万円

株式会社オカダ 　 47百万円

株式会社ドトールチャレンジ　 46百万円

株式会社サンブリッジ 　 39百万円

有限会社田淵珈琲店 　 29百万円

有限会社タイコウエンタープ

ライズ

　
22百万円

有限会社稲垣商事 　 17百万円

小薗英雄 　 15百万円

計 　 303百万円

保証先 　 金額

有限会社小谷野商事 　 77百万円

株式会社オカダ 　 39百万円

株式会社ドトールチャレンジ　 41百万円

株式会社サンブリッジ 　 35百万円

有限会社田淵珈琲店 　 24百万円

有限会社タイコウエンタープ

ライズ

　
18百万円

株式会社トレスアルボレス 　 15百万円

有限会社稲垣商事 　 13百万円

小薗英雄 　 11百万円

計 　 276百万円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

※１　　　　　　　 ──────  ※１　固定資産売却益の内訳は以下のとおりでありま

　　　す。

 工具器具及び備品 5百万円

計 5百万円

※２　連結子会社マドレーヌコンフェクショナリーの本社

及び工場移転に伴い、家主より受領した移転補償金

から固定資産除却損等を控除した金額を特別利益

として計上しております

※２　　 　　　　──────

※３　固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。 ※３　固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

建物 117百万円

工具器具及び備品 4百万円

解体撤去費用他 30百万円

計 152百万円

建物 13百万円

工具器具及び備品 5百万円

解体撤去費用他 38百万円

計 57百万円

※４　固定資産売却損の内訳は以下のとおりであります。 ※４　　　　　　　 ──────

工具器具及び備品 1百万円

計 1百万円

 

※５　店舗閉鎖損は直営店（７店舗）の閉鎖に伴うもので

あります。

※５　店舗閉鎖損は直営店（16店舗）の閉鎖等に伴うもの

であります。なお、当事業年度末までに閉店の意思

決定を行なった店舗の資産について帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額197百万円（建

物130百万円、リース資産56百万円、その他9百万

円）を店舗閉鎖損に含めて特別損失に計上してお

ります。また、回収可能価額は正味売却価額を使用

しております。

※６　減損損失

当連結会計年度において、当社グループは、以下の

資産について減損損失を計上しております。

※６　減損損失

当連結会計年度において、当社グループは、以下の

資産について減損損失を計上しております。

用途 種類 場所 その他

直営店舗
（４店舗）

建物他 東京都他 153百万円

用途 種類 場所 その他

直営店舗
（８店舗）

建物他 東京都他 267百万円

当社グループは、キャッシュフローを生み出す最小

単位として、店舗毎、並びに製造品目別に区分した

工場等を基本単位とした資産のグルーピングを

行っております。

上記のうち営業活動から生ずる損益が、継続してマ

イナスである資産グループの帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額153百万円（建物134百

万円、リース資産17百万円、その他２百万円）を減

損損失として特別損失に計上しております。また、

資産グループの回収可能価額は固定資産の使用価

値により測定しており、将来キャッシュフローを資

本コストの６％で割り引いて算定しております。

当社グループは、キャッシュフローを生み出す最小

単位として、店舗毎、並びに工場を基本単位とした

資産のグルーピングを行っております。

上記のうち営業活動から生ずる損益が、継続してマ

イナスである資産グループの帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額267百万円（建物 　230

百万円、リース資産33百万円、その他３百万円）を

減損損失として特別損失に計上しております。ま

た、資産グループの回収可能価額は固定資産の使用

価値により測定しており、将来キャッシュフローを

資本コストの６％で割り引いて算定しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（千株） 26,927 1 － 26,929

（変動の概要）

　増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　新株予約権の権利行使による増加　　　　　　1千株

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（千株） 2 1,624 2 1,624

（変動の概要）

　増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取による増加　　　　　　　0千株

　単元株式の市場からの買取による増加　　1,623千株

　減少数の主な内訳は、次の通りであります。

　新株予約権の権利行使による減少　　　　　　2千株

３　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 673 25 平成18年３月31日 平成18年６月30日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 632 25 平成19年３月31日 平成19年６月29日

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年２月29日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（千株） 26,929 － 1,624 25,305

（変動の概要）

　自己株式の消却による減少

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（千株） 1,624 315 1,939 －

（変動の概要）

　増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取による増加　　　　　　  0千株

　単元株式の市場からの買取による増加　　　315千株

　減少数の主な内訳は、次の通りであります。

　  新株予約権の権利行使による減少　　　 　 143千株

  　自己株式の消却による減少　　　　　　  1,624千株

　親会社株式への振替による減少　　　   　 171千株
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３　配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 632 25 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成20年２月25日

臨時株主総会
普通株式 799 31.61  平成20年２月25日  平成20年２月26日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 4,262百万円

有価証券 6,598百万円

計 10,860百万円

償還期限３ヶ月超の有価証券 △2,799百万円

現金及び現金同等物 8,061百万円

現金及び預金 8,043百万円

有価証券 1,000百万円

現金及び現金同等物 9,043百万円

（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

　
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

減損損失
累計額相
当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

工具器具及び備品 5,432 3,338 45 2,048

その他 189 58 － 131

合計 5,621 3,396 45 2,179

　
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

減損損失
累計額相
当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

工具器具及び備品 4,889 3,123 53 1,712

その他 214 68 － 145

合計 5,103 3,192 53 1,858

２　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘

定期末残高

２　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘

定期末残高

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,000百万円

１年超 1,270百万円

合計 2,271百万円

１年内 698百万円

１年超 1,216百万円

合計 1,915百万円

リース資産減損勘定期末残高 14百万円 リース資産減損勘定期末残高 19百万円

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び減損損失

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 1,211百万円

リース資産減損勘定の取崩額 24百万円

減価償却費相当額 1,083百万円

支払利息相当額 70百万円

減損損失 17百万円

支払リース料 1,045百万円

リース資産減損勘定の取崩額 23百万円

減価償却費相当額 931百万円

支払利息相当額 51百万円

減損損失 28百万円

４　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４　減価償却費相当額の算定方法

同左

５　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

５　利息相当額の算定方法

同左

EDINET提出書類

株式会社ドトール・日レスホールディングス(E03518)

有価証券報告書

 93/152



（有価証券関係）

前連結会計年度（平成19年３月31日）

有価証券

１　時価のある有価証券

(1）満期保有目的の債券

区分
連結決算日における連結
貸借対照表計上額

（百万円）

連結決算日における時価
（百万円）

差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計上額を

超えるもの
   

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

小計 － － －

時価が連結貸借対照表計上額を

超えないもの
   

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 502 499 △3

③　その他 － － －

小計 502 499 △3

合計 502 499 △3

(2）その他有価証券

区分 取得原価（百万円）
連結決算日における連結
貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの
   

①　株式 6 7 1

②　債券 3,133 3,373 240

③　その他 － － －

小計 3,140 3,381 241

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの
   

①　株式 － － －

②　債券 － － －

③　その他 104 102 △1

小計 104 102 △1

合計 3,244 3,484 239

２　時価評価されていない主な有価証券

　 連結貸借対照表計上額

(1）満期保有目的の債券 　

コマーシャルペーパー 2,598百万円

合同金銭信託 4,000百万円

　 　

(2）子会社株式及び関連会社株式 　
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　 連結貸借対照表計上額

子会社株式 1,614百万円

３　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

種類 １年以内（百万円）
１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

債券     

国債・地方債 － 3,337 － －

社債 － 500 － －

その他 6,598 － － －

その他 － 102 － －

合計 6,598 3,940 － －

当連結会計年度（平成20年２月29日）

有価証券

１　時価のある有価証券

(1）満期保有目的の債券

区分
連結決算日における連結
貸借対照表計上額

（百万円）

連結決算日における時価
（百万円）

差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計上額を

超えるもの
   

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

小計 － － －

時価が連結貸借対照表計上額を

超えないもの
－ － －

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 501 500 △1

③　その他 － － －

小計 501 500 △1

合計 501 500 △1

(2）その他有価証券

区分 取得原価（百万円）
連結決算日における連結
貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの
   

①　株式 299 348 49

②　債券 537 578 40

③　その他 － － －

小計 837 926 89

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの
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区分 取得原価（百万円）
連結決算日における連結
貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

①　株式 2,681 1,828 △853

②　債券 － － －

③　その他 3,104 2,890 △214

小計 5,785 4,718 △1,067

合計 6,622 5,645 △977

２　時価評価されていない主な有価証券

　 連結貸借対照表計上額

(1）満期保有目的の債券 　

合同金銭信託 1,000百万円

　 　

(2）子会社株式及び関連会社株式  

子会社株式 1,604百万円

３　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

種類 １年以内（百万円）
１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

債券     

国債・地方債 573 － － －

社債 － 500 － －

その他 1,000 － － －

その他 － 101 1,823 965

合計 1,573 601 1,823 965

４　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度 
（自　平成19年４月１日 
至　平成20年２月29日） 

売却額（百万円） － 2,953

売却益の合計額（百万円） － 358
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（デリバティブ取引関係）

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

(1）取引の内容、取組方針及び利用目的 (1）取引の内容、取組方針及び利用目的

    該当事項はありません。       当社の利用しているデリバティブ取引は為替予約

取引であり、主に原材料及び店舗資材等の輸入に係る

将来の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保

を図ることを目的とし実需の範囲内で利用しており

ます。

(2）取引に係るリスクの内容 (2）取引に係るリスクの内容

    該当事項はありません。  　   当社の利用している為替予約取引は、為替相場の変

動によるリスクを有しております。

　なお、当取引の契約先はいずれも信用度の高い国内

の金融機関であり、信用リスクは極めて低いものと考

えられます。

(3）取引に係るリスク管理体制 (3）取引に係るリスク管理体制

      デリバティブ取引の執行・管理体制については、取

引権限及び取引限度額を定めた社内ルールに従い、事

前に職務権限規程に基づく決裁を得ております。

同左

２　取引の時価等に関する事項

 区分  種類

前連結会計年度（平成19年３月31日）  当連結会計年度（平成20年２月29日）

契約額等
（百万円）

契約額等の
うち1年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

契約額等
（百万円）

契約額等の
うち1年超
 （百万円）

 時価
（百万円）

評価損益
 （百万円）

市場取引以外
の取引

為替予約取引
買建
米ドル

－ － － － 624 343 617 △6

合計 － － － － 624 343 617 △6

 （注）時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
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（退職給付関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、適

格退職年金制度及び退職一時金制度を設けておりま

す。なお、当社はこの他に複数事業主制度による企業

年金（全日本コーヒー厚生年金基金）に加盟してお

ります。

１　採用している退職給付制度の概要

同左

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

①　退職給付債務　　　（適格年金） 637百万円

（退職一時金） 586百万円

②　年金資産　　　　　（適格年金） 369百万円

③　退職給付引当金　　（適格年金） 200百万円

（退職一時金） 463百万円

④　その他の退職給付債務に関する事項 　

未認識数理計算上の差異の未処理額 191百万円

①　退職給付債務　　　（適格年金） 689百万円

（退職一時金） 668百万円

②　年金資産　　　　　（適格年金） 388百万円

③　退職給付引当金　　（適格年金） 212百万円

（退職一時金） 506百万円

④　その他の退職給付債務に関する事項 　

未認識数理計算上の差異の未処理額 251百万円

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

①　退職給付費用 412百万円

②　勤務費用 100百万円

③　利息費用 21百万円

④　その他の退職給付費用に関する事項 　

数理計算上の差異費用処理額 23百万円

期待運用収益 4百万円

総合設立型厚生年金基金の年金掛金 271百万円

①　退職給付費用 434百万円

②　勤務費用 107百万円

③　利息費用 22百万円

④　その他の退職給付費用に関する事項 　

数理計算上の差異費用処理額 26百万円

期待運用収益 3百万円

総合設立型厚生年金基金の年金掛金 280百万円

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①　割引率：各制度ごとに退職給付の見込支払日まで

の平均期間に基づいて設定しております。

（適格年金） 2.0％

（退職一時金） 2.0％

②　期待運用収益率（適格年金） 1.0％

③　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

④　その他の退職給付債務等の計算の基礎に関する事

項

数理計算上の差異の処理年数 ７～９年

①　割引率：各制度ごとに退職給付の見込支払日まで

の平均期間に基づいて設定しております。 

（適格年金） 2.0％

（退職一時金） 2.0％

②　期待運用収益率（適格年金） 1.0％

③　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

④　その他の退職給付債務等の計算の基礎に関する事

項

数理計算上の差異の処理年数 ７～９年

５　複数事業主制度による企業年金にかかる年金資産の当

グループ分　　　　　　　　　　　 3,312百万円

５　　　　　　　　　 ――――――
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

 ６　　　　　　　　　 ――――――  ６　要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業

　　 主制度に関する事項

　 ①　制度全体の積立状況に関する事項

　　　 (平成19年３月31日現在)

 　　　年金資産の額　　　　　　　　　   15,015百万円

　 　　年金財政計算上の給付債務の額　   15,202百万円

 　　　差引額 　　　　　　　　　　　 　  △187百万円

   ②　制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合

　     (平成19年３月31日現在)

 　　　 21.97％

　 ③　上記①の差引額の内訳は、年金財政計算上の過去勤

　　　務債務残高３億35百万円、別途積立金及び当年度剰

　　　余金１億48百万円であります。本制度における過去

　　　勤務債務の償却方法は、期間７年の元利均等償却で

　　　あり、当社グループは、当期の連結財務諸上、特別

　　　掛金18百万円を費用処理しております。

　 　 なお、上記②の割合は当社グループの実際の負担割

　　　合とは一致いたしません。
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

会社名 ㈱ドトールコーヒー

決議年月日 平成14年６月27日

付与対象者の区分及び人数（名）
㈱ドトールコーヒー及び同社子会社の取締役　11名

㈱ドトールコーヒー及び同社子会社の勤続半年以上の従業員　496名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式

付与日 平成14年７月１日

権利確定条件

付与日（平成14年７月１日）から権利確定日（平成16年７月１日）まで継

続して勤務していること（任期満了に伴う退任、定年退職その他正当な理

由ある場合を除く）。

対象勤務期間 平成14年７月１日～平成16年７月１日

権利行使期間 平成16年７月１日～平成19年６月30日

会社名 ㈱ドトールコーヒー

決議年月日 平成15年６月27日

付与対象者の区分及び人数（名）
㈱ドトールコーヒー及び同社子会社の取締役　９名

㈱ドトールコーヒー及び同社子会社の勤続半年以上の従業員　561名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式

付与日 平成15年７月１日

権利確定条件

付与日（平成15年７月１日）から権利確定日（平成17年７月１日）まで継

続して勤務していること（任期満了に伴う退任、定年退職その他正当な理

由ある場合を除く）。

対象勤務期間 平成15年７月１日～平成17年７月１日

権利行使期間 平成17年７月１日～平成20年６月30日

会社名 ㈱ドトールコーヒー

決議年月日 平成16年６月29日

付与対象者の区分及び人数（名）
㈱ドトールコーヒー及び同社子会社の取締役　７名

㈱ドトールコーヒー及び同社子会社の勤続半年以上の従業員　579名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式

付与日 平成16年４月１日

権利確定条件

付与日（平成16年４月１日）から権利確定日（平成18年７月１日）まで継

続して勤務していること（任期満了に伴う退任、定年退職その他正当な理

由ある場合を除く）。

対象勤務期間 平成16年４月１日～平成18年７月１日

権利行使期間 平成18年７月１日～平成21年６月30日

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

会社名 　 ㈱ドトールコーヒー ㈱ドトールコーヒー ㈱ドトールコーヒー

決議年月日 　 平成14年６月27日 平成15年６月27日 平成16年６月29日

権利確定前 　    
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会社名 　 ㈱ドトールコーヒー ㈱ドトールコーヒー ㈱ドトールコーヒー

決議年月日 　 平成14年６月27日 平成15年６月27日 平成16年６月29日

期首 （株） － － 223,200

付与 （株） － － －

失効 （株） － － 900

権利確定 （株） － － 222,300

未確定残 （株） － － －

権利確定後 　    

期首 （株） 509,000 106,100 －

権利確定 （株） － － 222,300

権利行使 （株） － 2,800 1,000

失効 （株） 17,600 3,800 9,000

未行使残 （株） 491,400 99,500 212,300

②　単価情報

会社名 　 ㈱ドトールコーヒー ㈱ドトールコーヒー ㈱ドトールコーヒー

決議年月日 　 平成14年６月27日 平成15年６月27日 平成16年６月29日

権利行使価格 （円） 2,999 1,710 1,996

行使時平均株価 （円） － 2,028 2,240

付与日における公平な評価単

価
（円） － － －

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至平成20年２月29日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

会社名 ㈱ドトールコーヒー

決議年月日 平成14年６月27日

付与対象者の区分及び人数（名）
㈱ドトールコーヒー及び同社子会社の取締役　11名

㈱ドトールコーヒー及び同社子会社の勤続半年以上の従業員　496名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式

付与日 平成14年７月１日

権利確定条件

付与日（平成14年７月１日）から権利確定日（平成16年７月１日）まで継

続して勤務していること（任期満了に伴う退任、定年退職その他正当な理

由ある場合を除く）。

対象勤務期間 平成14年７月１日～平成16年７月１日

権利行使期間 平成16年７月１日～平成19年６月30日

会社名 ㈱ドトールコーヒー

決議年月日 平成15年６月27日

付与対象者の区分及び人数（名）
㈱ドトールコーヒー及び同社子会社の取締役　９名

㈱ドトールコーヒー及び同社子会社の勤続半年以上の従業員　561名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式

付与日 平成15年７月１日

EDINET提出書類

株式会社ドトール・日レスホールディングス(E03518)

有価証券報告書

101/152



権利確定条件

付与日（平成15年７月１日）から権利確定日（平成17年７月１日）まで継

続して勤務していること（任期満了に伴う退任、定年退職その他正当な理

由ある場合を除く）。

対象勤務期間 平成15年７月１日～平成17年７月１日

権利行使期間 平成17年７月１日～平成20年６月30日

会社名 ㈱ドトールコーヒー

決議年月日 平成16年６月29日

付与対象者の区分及び人数（名）
㈱ドトールコーヒー及び同社子会社の取締役　７名

㈱ドトールコーヒー及び同社子会社の勤続半年以上の従業員　579名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式

付与日 平成16年４月１日

権利確定条件

付与日（平成16年４月１日）から権利確定日（平成18年７月１日）まで継

続して勤務していること（任期満了に伴う退任、定年退職その他正当な理

由ある場合を除く）。

対象勤務期間 平成16年４月１日～平成18年７月１日

権利行使期間 平成18年７月１日～平成21年６月30日

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

会社名 　 ㈱ドトールコーヒー ㈱ドトールコーヒー ㈱ドトールコーヒー

決議年月日 　 平成14年６月27日 平成15年６月27日 平成16年６月29日

権利確定前 　    

期首 （株） － － －

付与 （株） － － －

失効 （株） － － －

権利確定 （株） － － －

未確定残 （株） － － －

権利確定後 　    

期首 （株） 491,400 99,500 212,300

権利確定 （株） － － －

権利行使 （株） － 53,900 89,900

失効 （株） 491,400 45,600 122,400

未行使残 （株） － － －

②　単価情報

会社名 　 ㈱ドトールコーヒー ㈱ドトールコーヒー ㈱ドトールコーヒー

決議年月日 　 平成14年６月27日 平成15年６月27日 平成16年６月29日

権利行使価格 （円） 2,999 1,710 1,996

行使時平均株価 （円） － 2,035 2,032

付与日における公平な評価単

価
（円） － － －
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年２月29日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：百万円） （単位：百万円）

（繰延税金資産）  

賞与引当金 276

貸倒引当金 137

未払事業税 48

役員退職慰労引当金 38

退職給付引当金 269

減損損失 148

その他 289

繰延税金資産小計 1,208

評価性引当額 △33

繰延税金資産合計 1,175

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 98

繰延税金負債合計 98

繰延税金資産の純額 1,077

（繰延税金資産）  

賞与引当金 246

貸倒引当金 157

未払事業税 98

退職給付引当金 292

減損損失 224

その他有価証券評価差額金 397

その他 383

繰延税金資産小計 1,801

評価性引当額 △44

繰延税金資産合計 1,756

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

（単位：％） （単位：％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
1.2

住民税均等割等 2.9

その他 △0.4

税効果会計適用後の法人税等負

担率
44.4

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
1.0

住民税均等割等 3.3

その他 0.4

税効果会計適用後の法人税等負

担率
45.4
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（セグメント情報）

事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　
小売事業
（百万円）

卸売事業
（百万円）

その他の事
業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 27,788 40,018 789 68,596 － 68,596

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 1,214 334 1,549 (1,549) －

計 27,788 41,232 1,124 70,146 (1,549) 68,596

営業費用 26,040 36,073 1,082 63,196 1,062 64,258

営業利益 1,748 5,159 41 6,949 (2,612) 4,337

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出
      

資産 20,422 12,017 210 32,649 20,779 53,429

減価償却費 1,109 462 0 1,573 349 1,922

減損損失 153 － － 153 － 153

資本的支出 2,940 582 － 3,522 387 3,910

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年２月29日）

　
小売事業
（百万円）

卸売事業
（百万円）

その他の事
業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 27,181 37,256 814 65,252 － 65,252

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 1,057 233 1,291 (1,291) －

計 27,181 38,314 1,047 66,544 (1,291) 65,252

営業費用 25,492 33,978 1,067 60,537 1,109 61,647

営業利益(又は営業損失) 1,689 4,336 △19 6,006 (2,401) 3,604

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出
      

資産 20,053 11,414 538 32,005 22,038 54,044

減価償却費 1,039 429 0 1,470 340 1,811

減損損失 267 － － 267 － 267

資本的支出 1,999 351 － 2,350 682 3,033

　（注）１　事業区分は、当社の内部管理上採用している区分に基づき、販売方法の類似性を考慮し、小売事業、卸売事業、そ

の他の事業に区分しております。

２　各事業区分の主要な内容

・小売事業　　……コーヒーその他飲食品類の直営店における小売販売

・卸売事業　　……コーヒーその他飲食品類、器具、消耗品等の卸販売及び加盟金・ロイヤリティ収入

・その他の事業……店舗設計収入等

３　前連結会計年度及び当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用
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の金額は、2,599百万円及び2,456百万円であり、当社の管理部門に係る費用であります。

４　前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、

22,508百万円及び23,691百万円であり、その主なものは、㈱ドトールコーヒーでの余資運用資金及び管理部門

に係る費用であります。

５　減価償却費及び資本的支出には、無形固定資産、差入保証金及び長期前払費用とこれらに係る償却額が含まれ

ております。

６　会計方針の変更

当連結会計年度より法人税等の改正((所得税法等の一部を改正する法律　平成19年３月30日　法律第６号)及び

(法人税法施行令の一部を改正する政令　平成19年３月30日 政令第83号))に伴い、平成19年４月１日以降に取

得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。これにより、従来の方法に比べ

「小売事業」、「卸売事業」及び「消去及び全社」の営業費用が各々14百万円、３百万円及び２百万円増加

しており、営業利益が同額減少しております。

所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店が

ないため該当事項はありません。

海外売上高

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満のため記載を省略

しております。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等

株式会社

バード

フェザー

東京都世

田谷区
100

不動産賃

貸業
－

兼任

１名

設備の

賃貸

本社ビルの

賃借
407

前払費用 35

差入

保証金
369

株式会社

バード

フェザー

ハワイ

米国ハワ

イ州ホル

アロア

678千

米ドル

コーヒー

豆の生産

及び輸出

－
兼任

１名

コー

ヒー生

豆の仕

入

コーヒー生

豆の仕入
35 － －

主要株主

（個人）及

びその近親

者

鳥羽博道 － －
当社

名誉会長

被所有直接

20.4％
－ － 顧問料等 22 － －

　（注）１　取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２　取引条件及び取引条件の決定方法等

①株式会社バードフェザーとの不動産賃借取引については、不動産鑑定士による算定価格を参考にて決定して

おります。

②株式会社バードフェザーハワイからのコーヒー生豆の仕入については、同社から提示された見積書並びに生

豆市況等を勘案して決定しております。

③鳥羽博道との取引価格等は、一般的取引条件により決定しております。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年２月29日）

１　役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等

株式会社

バード

フェザー

東京都世

田谷区
100

不動産賃

貸業
－

兼任

１名

設備の

賃貸

本社ビルの

賃借
373

前払費用 35

差入

保証金
369

株式会社

バード

フェザー

ハワイ

米国ハワ

イ州ホル

アロア

678千

米ドル

コーヒー

豆の生産

及び輸出

－
兼任

１名

コー

ヒー生

豆の仕

入

コーヒー生

豆の仕入
86 － －

役員及びそ

の近親者
鳥羽博道 － －

当社

名誉会長
－ － － 顧問料等 52 － －

　（注）１　取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２　取引条件及び取引条件の決定方法等

①株式会社バードフェザーとの不動産賃借取引については、不動産鑑定士による算定価格を参考にて決定して

おります。

②株式会社バードフェザーハワイからのコーヒー生豆の仕入については、同社から提示された見積書並びに生

豆市況等を勘案して決定しております。

③鳥羽博道との取引価格等は、一般的取引条件により決定しております。
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（企業結合等関係）

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年２月29日）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 1,694.99円

１株当たり当期純利益 85.16円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 84.99円

１株当たり純資産額 1,678.33円

１株当たり当期純利益 76.17円

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式がないため、記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

１株当たり当期純利益

　
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当期純利益 2,185百万円 1,921百万円

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る当期純利益 2,185百万円 1,921百万円

普通株式の期中平均株式数 25,666千株 25,230千株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

　
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

普通株式増加数 51千株 －千株

（うち新株予約権付社債） － －

（うち新株予約権） （51千株） －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

新株予約権　１銘柄（平成14年６月

27日定時株主総会決

議）

潜在株式の数　491千株

　

－
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

（自己株式の取得）

　当社は、平成19年５月28日開催の取締役会において、会社

法第165条第２項の規定に基づき、自己株式を買受けるこ

とを決議いたしました。

(1）自己株式取得に関する取締役会の決議内容

①取得の理由

　新株予約権の権限行使に備えるため、自己株式の取

得を行うものです。

②取得の方法

市場による買付け

③取得する株式の種類、数量及び価額

普通株式　　　　　　　　　320千株（上限）

取得価額の総額　　　　　　832百万円（上限）

④取得の時期

平成19年５月29日から平成19年９月14日まで

(2）自己株式取得の実施内容（平成19年６月20日現在）

取得した株式の総数　　315千株

取得価額の総額　　　　810百万円

（日本レストランシステム株式会社との共同持株会社設

立による経営統合）

　当社は、平成19年４月26日開催の取締役会で平成19年10

月１日に日本レストランシステム㈱と共同持株会社「株

式会社ドトール・日レスホールディングス」を設立する

ことを決議し、同日、基本合意書を締結いたしました。ま

た、当該基本合意書に基づき平成19年５月22日に株式移転

計画書に調印いたしました。

　なお、上記株式移転計画書に基づく共同持株会社設立に

関しては、平成19年６月28日開催の当社第46期定時株主総

会で承認されております。

(1）株式移転による経営統合の目的

　両社は、補完性が高い両社の得意分野を集結させ将来

も競争力のある企業グループを形成するために、経営統

合を行うことが両社の企業価値を最大限向上させ、両社

の株主、社員その他多くのステークホルダーにとって最

善の選択と考え、共同持株会社を設立することといたし

ました。

　統合にあたっては、両社の持つ経営資源とノウハウの

有効活用により、当社の強みである「飲」と、日本レス

トランシステム㈱の強みである「食」を更に強化・発

展させていくとともに、当社の店舗展開力及び日本レス

トランシステム㈱の業態開発力の融合による新たな価

値創造を最大限発揮できる体制を確立することで、グ

ループ価値の最大化を推進していきます。

（重要な資産の譲渡）

　当社の連結子会社である㈱マドレーヌコンフェクショナ

リーは、平成20年３月19日開催の取締役会において、同社

所有の土地の譲渡について決議いたしました。

　その概要は次のとおりです。

(1）譲渡する相手先の名称

 　 京成電鉄株式会社

(2）譲渡資産の内容

 　 所有地　　千葉県習志野市芝園二丁目

 　 敷地面積　12,977㎡

 　 地目　　　雑種地

(3）不動産売買契約締結日

  平成20年３月28日

(4）引渡し予定日

平成20年７月31日

(5）譲渡金額

2,010百万円
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

　両社は、相互の尊重と対等の精神のもと、積極的なコ

ミュニケーションと人事交流により、オープンでチャレ

ンジングな組織風土を醸成することで、多様化したお客

様の心の奥底にある期待感に応えることのできる「外

食業界における日本一のエクセレント・リーディング

カンパニー」の地位確立を目指してまいります。

(2）経営統合の趣旨

①株式移転の日程

平成19年３月31日　定時株主総会基準日（当社）

平成19年４月26日　株式移転に係る基本合意書承認

取締役会（両社）

平成19年４月26日　株式移転に係る基本合意書締結

（両社）

平成19年５月14日　臨時株主総会基準日

（日本レストランシステム㈱）

平成19年５月22日　最終契約書及び株式移転計画書承

認取締役会（両社）

平成19年５月22日　最終契約書締結（両社）

平成19年６月28日　株式移転計画書承認株主総会

（日本レストランシステム㈱：臨時株主総会

　　　　当　　社　　　　　：定時株主総会）

平成19年９月25日（予定）　上場廃止（両社）

平成19年10月１日（予定）　株式移転の効力発生日

平成19年10月１日（予定）　共同持株会社設立登記日

平成19年10月１日（予定）　共同持株会社株式上場日

平成19年11月下旬（予定）　共同持株会社株券交付日

②株式移転比率

Ａ．株主に対する株式の割当

 

会社名 当社 日本レストランシステム

株式移転比率 １ 1.687

 

注１　これにより、当社の普通株式１株に対して共同持株

会社の普通株式１株を、日本レストランシステム㈱

の普通株式１株に対して共同持株会社の普通株式

1.687株をそれぞれ割り当て交付いたします。但し、

１株に満たない端数が生じた場合は、これを切り捨

てます。但し、上記株式移転比率は、算定の基礎とな

る諸条件に重大な変更が生じた場合は、両社協議の

上、変更することがあります。

２　共同持株会社の発行予定株式数　50,609,761株

（平成19年３月末の両社発行済株式総数に基づ

く）
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

Ｂ．株式移転比率の算定根拠

１）算定の基礎

　日本レストランシステム㈱及び当社は、本株式

移転に用いられる株式移転比率の算定にあたっ

て公正性を期すため、日本レストランシステム㈱

は大和証券株式会社（以下「大和証券」）を、当

社は野村證券株式会社（以下「野村證券」）を

今回の経営統合のためのファイナンシャル・ア

ドバイザーとして任命しそれぞれ株式移転比率

の算定を依頼し、株式移転比率算定書を受領いた

しました。

　日本レストランシステム㈱は大和証券による株

式移転比率の算定結果を参考に、当社は野村證券

による株式移転比率の算定結果を参考に、それぞ

れ両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し

等の要因を総合的に勘案し、両社で株式移転比率

について慎重に協議を重ねた結果、最終的に上記

株式移転比率が妥当であるとの判断に至り合意

いたしました。

２）算定の経緯

　野村證券は、両社について市場株価平均法、類似

会社比較法及びDCF法による分析を行いました。

各分析における分析結果は以下のとおりです。

 

　 採用手法 株式移転比率の評価レンジ

① 市場株価平均法 1.67～1.76

② 類似会社比較法 1.59～1.79

③ ＤＣＦ法 1.61～1.89

 

　なお、市場株価平均法については、平成19年４月

24日を評価基準日として、当社の市場株価の評価

においては、評価基準日の株価、評価基準日から

遡る１週間及び１ヶ月の平均株価を採用いたし

ました。日本レストランシステム㈱の市場株価の

評価においては、評価基準日の株価、「平成19年

５月期　第３四半期財務・業績の概況」の発表日

（平成19年４月12日）の翌営業日から評価基準

日までの平均株価、評価基準日から遡る１週間及

び１ヶ月間の平均株価を使用いたしました。
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

　野村證券は、株式移転比率の算定に際して、両社

から提供を受けた情報及び一般に公開された情

報等を原則としてそのまま採用し、採用したそれ

らの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なもの

であることを前提としており、独自にそれらの正

確性及び完全性の検証を行っておりません。ま

た、両社とその関係会社の資産又は負債（偶発債

務を含みます。）について、個別の各資産及び各

負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又

は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は

査定の依頼も行っておりません。野村證券の比率

算定は、平成19年４月24日現在までの情報と経済

条件を反映したものであります。

　大和証券は、両社について市場株価法、ＤＣＦ

（ディスカウンテッド・キャッシュフロー）法、

類似会社比較法等を行いました。各分析における

分析結果は以下のとおりです。

 

　 採用手法 株式移転比率の評価レンジ

① 市場株価法 1.669～1.966

② ＤＣＦ法 1.644～1.719

③ 類似会社比較法 1.621～1.889

 

　なお、市場株価平均法については、平成19年４月

20日を基準日として、１週間、１ヶ月間及び３ヶ

月間及び６ヶ月間の株価終値平均株価及び出来

高加重平均株価を採用いたしました。

　大和証券は、本株式移転比率の算定に際して、両

社から提供を受けた情報及び公開情報を全て正

確かつ完全なものとして採用しており、それらの

一切の情報を独自に検証しておらず、両社及びそ

の関係会社等の資産又は負債（偶発債務か否か

を問いません。）についても独自に評価、鑑定、査

定を行っておりません。また、大和証券の価値算

定は、本経営統合が全ての法律上、会計上、税務上

の適正な手続を経ていること、並びに算定書を提

出した平成19年４月25日現在の金融情勢、市場、

経済情勢等を反映していること、さらに、両社の

利益計画並びに財務予測及び株式移転から生ず

ることが予測されるシナジー効果に関する情報

については、その合理的な根拠に基づいて作成さ

れており、かつ両社の経営陣の現時点で入手可能

な最善の予測と判断を反映したものであること

を前提としております。
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

　日本レストランシステム㈱は大和証券による株

式移転比率の算定結果を参考に、当社は野村證券

による株式移転比率の算定結果に、それぞれ両社

の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要

因を総合的に勘案し、両社で株式移転比率につい

て慎重に協議を重ねた結果、最終的に上記株式移

転比率が妥当であるとの判断に至り合意いたし

ました。

３）算定機関との関係

　日本レストランシステム㈱の算定機関である大

和証券は、日本レストランシステム㈱の関連当事

者には該当いたしません。

　また、当社の算定機関である野村證券は、当社の

関連当事者には該当いたしません。

Ｃ．株式会社から発行する予定の株式の種類及び数

　株式移転に際して持株会社が発行する予定の株式

の種類及び数は、普通株式50,609,761株であります。

また、一単元の株式数は、100株とする予定です。
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

(3）持株会社の概要

①商号

株式会社ドトール・日レスホールディングス

②事業内容

グループ全体の最適化を図るための、企画・運営・管

理等を行い、グループ全体の経営を統括する業務を行

います。

③本社所在地

東京都渋谷区猿楽町10番11号

④取締役及び監査役

代表取締役会長　　大林　豁史

（現　日本レストランシステム㈱代表取締役会長）

代表取締役社長　　鳥羽　豊

（現　当社　代表取締役社長）

取締役　山内　実

（現　日本レストランシステム㈱代表取締役社長）

取締役　星野　正則

（現　当社　取締役副社長）

取締役　稲森　六郎

（現　当社　常務取締役）

取締役　木高　毅史

（現　日本レストランシステム㈱取締役）

取締役（社外）　財前　宏

（現　当社　社外監査役）

取締役（社外）　稲垣　道子

（現　㈱フェリックス代表取締役）

常勤監査役　高橋　圭介

（現　日本レストランシステム㈱常勤監査役）

常勤監査役　宮林　哲夫

（現　当社　常勤監査役）

監査役（社外）　梶川　浩

（現　当社　社外監査役）

監査役（社外）　吉島　重鐵

（元　日清丸紅飼料常務取締役）

なお、鳥羽博道（現　当社　名誉会長）は、共同持株会

社の名誉会長に就任いたします

⑤資本金

1,000百万円

⑥発行予定株式数

50,609,761株（一単元の株式数は100株とする）

⑦決算期

　共同持株会社の決算期については、２月末日としま

す。なお、子会社となる当社の決算期は、３月末日から

２月末日に変更となります。
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

⑧配当政策

　共同持株会社では、高収益と成長を両立させ、エクセ

レント・リーディングカンパニーを目指します。

　配当につきましては、業績に応じた配当を基本にし

つつ、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備え

るための内部留保を勘案し、配当性向20％から30％を

目処に利益還元を行ってまいります。

(4）日本レストランシステム株式会社の概要

①事業内容

多業態型レストランチェーンの経営及び輸入業及び

輸入品の販売

②設立年月日

昭和48年６月

③本社所在地

東京都渋谷区猿楽町10番11号

④代表者

代表取締役社長　山内　実

⑤資本金（平成18年５月期）

3,505百万円

⑥従業員数

753人

⑦売上高及び当期純利益（平成18年５月期）

27,823百万円（連結）

⑧純資産及び総資産（平成18年５月期）

純資産　27,326百万円（連結）

総資産　34,019百万円（連結）
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⑤　連結附属明細表

借入金等明細表

区分
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 520 520 1.41 －

１年以内に返済予定の長期借入金 92 26 1.81 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 26 － － －

合計 638 546 － －

　（注）平均利率の算出については、借入各行の借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

次へ
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（日本レストランシステム株式会社）

(1）連結財務諸表

①　連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年５月31日）
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   10,895   6,427  

２．受取手形及び売掛金   733   710  

３．たな卸資産   567   712  

４．繰延税金資産   348   228  

５．その他   204   230  

６．貸倒引当金   △1   △1  

流動資産合計   12,747 35.1  8,307 23.2

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※２ 9,652   10,020   

減価償却累計額  4,690 4,961  4,811 5,209  

(2）土地 ※２  5,574   7,411  

(3）建設仮勘定   0   217  

(4）その他  2,352   2,620   

減価償却累計額  1,643 708  1,820 800  

有形固定資産合計   11,244 30.9  13,639 38.0

２．無形固定資産   28 0.1  26 0.1

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※１  985   2,269  

(2）繰延税金資産   386   437  

(3）敷金保証金 ※２  10,393   10,623  

(4）その他   543   550  

(5）貸倒引当金   △0   △0  

投資その他の資産合計   12,308 33.9  13,879 38.7

　固定資産合計   23,581 64.9  27,545 76.8

　資産合計   36,328 100.0  35,852 100.0
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前連結会計年度

（平成19年５月31日）
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   1,337   1,286  

２．一年以内返済予定長期
借入金

※２  616   100  

３．未払法人税等   1,400   335  

４．賞与引当金   442   287  

５．役員賞与引当金   33   －  

６．その他   1,283   1,444  

流動負債合計   5,115 14.1  3,455 9.6

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※２  82   55  

２．繰延税金負債   73   18  

３．退職給付引当金   252   259  

４．役員退職慰労引当金   262   －  

５．その他   30   293  

固定負債合計   701 1.9  627 1.8

負債合計   5,817 16.0  4,082 11.4

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

　　１．資本金 　  3,505 9.6  3,505 9.8

　　２．資本剰余金 　  3,769 10.4  3,769 10.5

　　３．利益剰余金 　  23,055 63.5  24,468 68.2

　　４．自己株式 　  △0 △0.0  － －

　　　　株主資本合計 　  30,329 83.5  31,742 88.5

Ⅱ　評価・換算差額等        

　　１．その他有価証券評価

 　　　　差額金
  182 0.5  23 0.1

　　　　評価・換算差額等　　　　　　　
　　　　

 　　　　合計
　  182 0.5  23 0.1

Ⅲ　少数株主持分   － －  3 0.0

純資産合計   30,511 84.0  31,770 88.6

負債純資産合計   36,328 100.0  35,852 100.0
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②　連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   29,109 100.0  22,514 100.0

Ⅱ　売上原価   6,669 22.9  5,339 23.7

売上総利益   22,440 77.1  17,174 76.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．給与手当  6,633   5,167   

２．賞与引当金繰入額  408   261   

３．役員賞与引当金繰入額  33   －   

４．退職給付費用  36   28   

５．役員退職慰労引当金繰
入額

 10   －   

６．賃借料  4,232   3,351   

７．水道光熱費  1,118   893   

８．その他  3,875 16,349 56.2 3,146 12,849 57.1

営業利益   6,091 20.9  4,325 19.2

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  35   33   

２．受取配当金  10   10   

３．投資有価証券売却益  104   2   

４．その他  22 173 0.6 18 65 0.3

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  14   4   

２．賃借物件原状回復費用  2   －   

３．解体撤去費用  11   －   

４．現金過不足  4   －   

５．その他  5 37 0.1 3 8 0.0

経常利益   6,226 21.4  4,382 19.5

Ⅵ　特別利益        

１．退店補償金収入  30   7   

２．工事負担金収入  15 45 0.1 － 7 0.0
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前連結会計年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※１ 60   61   

２．店舗閉鎖損 ※２ －   47   

３．投資有価証券評価損 　 －   19   

４．経営統合費用 　 －   36   

５．業務提携費用 　 －   74   

６．減損損失 ※３ 16 77 0.3 14 253 1.1

税金等調整前当期純利
益

  6,194 21.2  4,137 18.4

法人税、住民税及び事業
税

 2,623   1,617   

法人税等調整額  6 2,629 9.0 127 1,744 7.8

少数株主損失   － －  0 0.0

当期純利益   3,565 12.2  2,393 10.6
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③　連結株主資本等変動計算書

　　前連結会計年度（自平成18年６月１日　至平成19年５月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年５月31日　残高

 　　　　　　　　（百万円）
3,505 3,769 19,849 △0 27,123

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当 － － △359 － △359

当期純利益 － － 3,565 － 3,565

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

　

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計

 　　　　　　　　（百万円）
－ － 3,205 － 3,205

平成19年５月31日　残高

 　　　　　　　　（百万円）　
3,505 3,769 23,055 △0 30,329

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

平成18年５月31日　残高

 　　　　　　　　（百万円）
202 202 27,326

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当 － － △359

当期純利益 － － 3,565

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

　

△20 △20 △20

連結会計年度中の変動額合計

　　　　　　　 　（百万円）
△20 △20 3,185

平成19年５月31日　残高

 　　　　　　　　（百万円）
182 182 30,511

　　当連結会計年度（自平成19年６月１日　至平成20年２月29日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年５月31日　残高

 　　　　　　　　（百万円）
3,505 3,769 23,055 △0 30,329

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当 － － △979 － △979

当期純利益 － － 2,393 － 2,393

自己株式の取得 － － － △0 △0

自己株式の処分 － － △0 0 －

株式移転による自己株式の減少 － － － 0 0

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

　

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計

 　　　　　　　　（百万円）
－ － 1,413 0 1,413

平成20年２月29日　残高

 　　　　　　　　（百万円）　
3,505 3,769 24,468 － 31,742
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評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

平成19年５月31日　残高

 　　　　　　　　（百万円）
182 182 － 30,511

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当 － － － △979

当期純利益 － － － 2,393

自己株式の取得 － － － △0

自己株式の処分 － － － －

株式移転による自己株式の減少 － － － 0

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

　

△158 △158 3 △154

連結会計年度中の変動額合計

　　　　　　　 　（百万円）
△158 △158 3 1,258

平成20年２月29日　残高

 　　　　　　　　（百万円）
23 23 3 31,770
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④　連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１．税金等調整前当期純利
益

 6,194 4,137

２．減価償却費  694 558

３．減損損失  16 14

４．退職給付引当金の増加
額

 7 7

５．役員退職慰労引当金の
増加額

 10 －

６．貸倒引当金の増減額
（△は減少）

 △0 0

７．賞与引当金の増減額
　　（△は減少）

 26 △155

８．役員賞与引当金の増加
額

 2 －

９．固定資産除却損  60 61

10．店舗閉鎖損  － 43

11．投資有価証券売却益  △104 △2

12．投資有価証券評価損  － 19

13．受取利息及び受取配当
金

 △45 △43

14．支払利息  14 4

15．売上債権の増減額(△は
増加)  △16 22

16．たな卸資産の増加額  △58 △144

17．仕入債務の増減額（△
は減少）

 97 △51

18．その他  70 58

小計  6,969 4,530

19．利息及び配当金の受取
額

 13 17

20．利息の支払額  △14 △4

21．法人税等の支払額  △2,584 △2,696

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 4,383 1,846
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前連結会計年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１．投資有価証券の取得に
よる支出

 △260 △145

２．投資有価証券の売却に
よる収入

 323 12

３．関係会社株式取得によ
る支出

 － △1,439

４．有形固定資産の取得に
よる支出

 △1,503 △2,982

５．敷金保証金の差入によ
る支出

 △473 △467

６．敷金保証金の返還によ
る収入

 383 225

７．その他  6 3

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,524 △4,793

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１．長期借入金の返済によ
る支出

 △1,011 △543

２．少数株主からの払込に
よる収入

 － 4

３．自己株式の取得による
支出

 － △0

４．配当金の支払額  △359 △980

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,370 △1,520

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 0 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

 1,487 △4,467

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 9,407 10,895

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

 10,895 6,427
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

１．連結の範囲に関する事項 　連結子会社の数　８社

　連結子会社名称

　日本レストランコンフェクショナリー

㈱、日本レストランベジ㈱、日本レストラ

ンデリバリー㈱、日本レストランフーズ

㈱、日本レストランプロダクツ㈱、エフア

ンドエフシステム㈱、日本レストランサー

ビス㈱、日本レストランサプライ㈱

　連結子会社の数　９社

　連結子会社名称

　日本レストランコンフェクショナリー

㈱、日本レストランベジ㈱、日本レストラ

ンデリバリー㈱、日本レストランフーズ

㈱、日本レストランプロダクツ㈱、エフア

ンドエフシステム㈱、日本レストランサー

ビス㈱、日本レストランサプライ㈱、日本

レストランハムソー㈱

　上記のうち日本レストランハムソー㈱は

平成20年１月に設立し、連結の範囲に含め

ております。

２．持分法の適用に関する事

項

　持分法適用の関連会社はありません。 （１）持分法適用関連会社数　２社

　持分法適用関連会社名称

　Ｔ＆Ｎネットサービス㈱、らでぃっしゅ

ぼーや㈱

　Ｔ＆Ｎネットサービス㈱は平成20年１月

に設立し、持分法の適用範囲に含めており

ます。

　らでぃっしゅぼーや㈱は平成19年12月に

新たに株式を取得し当連結会計年度末を

みなし取得日として持分法の適用範囲に

含めております。

（２）持分法の適用の手続について特に 

　記載する必要があると認められる事項

　　のれん相当額の償却については10年

　間で償却を行います。

３．連結決算日の変更に関す

る事項

　―――――― 　平成19年６月28日開催の臨時株主総会に

おいて、決算期を従来の５月31日から２月

末日とする定款の一部変更を行いました。

従いまして、当連結会計年度は平成19年６

月１日から平成20年２月29日までの９ヶ

月決算となっております。

　なお、当社の決算期変更に伴い、当社の連

結子会社も決算期を変更しております。連

結子会社の、日本レストランコンフェク

ショナリー㈱、日本レストランベジ㈱、日

本レストランデリバリー㈱、日本レストラ

ンフーズ㈱、日本レストランプロダクツ

㈱、エフアンドエフシステム㈱、日本レス

トランサービス㈱、日本レストランサプラ

イ㈱は９ヶ月決算となっております。

　変更の理由は、持株会社㈱ドトール・日

レスホールディングスの設立に伴い事業

年度を同社と統一し、連結決算作業の合理

化・効率化を図るためのものであります。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

４．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日は連結決算日と一致

しております。

同左

５．会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ　有価証券

　その他有価証券

イ　有価証券

同左

  　時価のあるもの 　

 　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しております。

　

 ロ　たな卸資産 ロ　たな卸資産

 ①　商品、原材料、店舗食材、貯蔵品

最終仕入原価法を採用しております。

①　商品、原材料、店舗食材、貯蔵品

同左

 ②　仕込品

　総平均法による原価法を採用してお

ります。

②　仕込品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

 　　法人税法に規定する方法と同一の基準

　 によっております。

イ　有形固定資産

同左

 　建物（建物附属設備は除く） 

 ①　平成10年３月31日以前に取得したもの

 　　旧定率法

 

  ②　平成10年４月1日から平成19年３月31

　 までに取得したもの

 　　旧定額法

 

  ③　平成19年４月１日以降に取得したもの

 　　定額法

 

   建物以外

 ①　平成19年３月31日以前に取得したもの

 　　旧定率法

 

  ②　平成19年４月１日以降に取得したもの

 　　定率法

 　主な耐用年数

 　　建物及び構築物　　　　15年～50年

 　　工具、器具及び備品並びに車両運搬具　　　

 　　　　　　　　　　　　　 3年～10年

 

    (追加情報)

  当連結会計年度から、平成19年３月31

日以前に取得したものについては、償却

可能限度額まで償却が終了した翌年か

ら５年間で均等償却する方法によって

おります。これにより、従来の方法に比

べ営業利益、経常利益、税金等調整前当

期純利益が２百万円減少しております。

 ロ　無形固定資産

　自社利用のソフトウェアは、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定

額法によっております。

ロ　無形固定資産

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

(3）重要な引当金の計上基

準

イ　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

イ　貸倒引当金

同左

 ロ　賞与引当金 ロ　賞与引当金

 　従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当連結会計年度に

負担すべき額を計上しております。

同左

 ハ　役員賞与引当金　　　　　　　　　 ハ　役員賞与引当金　　　　　　　　　 

 　役員に対する賞与の支給に備えるた　

め、役員賞与支給見込額のうち当連結会

計年度に負担すべき額を計上しており

ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

同左

 ニ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務の

見込額に基づき計上しております。

　数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定率法により、発生

の翌連結会計年度から費用処理してお

ります。

ニ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務の

見込額に基づき計上しております。

  数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の年数

（５年）による定額法により、発生の翌

連結会計年度から費用処理しておりま

す。

（会計方針の変更）

　従来、数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定率法により、

発生の翌連結会計年度から費用処理し

ておりましたが、当連結会計年度より定

額法に変更しております。

　この変更は、経営統合に伴い会計処理

方法の統一を図ることを目的に行った

ものであります。

　これによる金額的影響は軽微でありま

す。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

 ホ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。

ホ　役員退職慰労引当金

――――――

  (追加情報)

  当社は従来、役員の退職慰労金支給に

備えるため、内規に基づく要支給額を役

員退職慰労引当金として計上しており

ましたが、平成19年７月23日開催の取締

役会において、役員退職慰労金制度の廃

止を決議し、当社は平成19年８月28日開

催の定時株主総会において、役員の退職

時に取締役に対し、役員退職慰労金制度

廃止までの在任期間に応じた役員退職

慰労金を退職時に支給することが決議

されました。

　これに伴い、当該総会までの期間に対

応する役員退職慰労金相当額264百万円

を固定負債の「その他」に計上してお

ります。

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス

・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

同左

(5）重要なヘッジ会計の方

法

イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

金利スワップについて、特例処理の要件

を満たしている場合は特例処理を採用

しております。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

 　ヘッジ手段　金利スワップ

　ヘッジ対象　借入金

同左

 ハ　ヘッジ方針

　金利リスクの低減と金融収支改善のた

め、対象債務の範囲内でヘッジを行って

おります。

ハ　ヘッジ方針

同左

 ニ　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性の判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象とヘッジ

手段の相場変動の累計を比較し、両者の

変動額等を基礎にして判断しておりま

す。ただし、特例処理によっている金利

スワップについては、有効性の評価を省

略しております。

ニ　ヘッジの有効性評価の方法

同左

(6）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

　　消費税等の会計処理

　消費税等は税抜方式によっておりま

す。

　　消費税等の会計処理

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

６．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、部分時価評価法を採用しておりま

す。

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。

（会計方針の変更）

　従来、連結子会社の資産及び負債の評価

については、部分時価評価法を採用してお

りましたが、当連結会計年度より全面時価

評価法に変更しております。

　この変更は、経営統合に伴い会計処理方

法の統一を図ることを目的に行ったもの

であります。

　これによる金額的影響はありません。

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

固定資産の減価償却方法の変更
 平成19年度の法人税法の改正（（所得税法等の一部を改
正する法律　平成19年３月30日　法律第６号）及び（法人税
法施行令の一部を改正する政令　平成19年３月30日　政令第
83号））に伴い、平成19年４月１日以降に取得したものに
ついては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しており
ます。これにより、従来の方法に比べ営業利益、経常利益、税
金等調整前当期純利益が１百万円減少しております。

――――――――――

 ―――――――――― 経営統合に伴う会計処理の統一
 従来、賃借物件原状回復費用及び解体撤去費用を営業外
費用として計上しておりましたが、当連結会計期間から、賃
借物件原状回復費用については、特別損失の店舗閉鎖損と
して計上し、解体撤去費用については、特別損失の固定資産
除却損に含めて計上しております。
　また、現金過不足を営業外費用として計上しておりました
が、当連結会計期間から販売費及び一般管理費のその他に
含めております。
　これらの変更は、経営統合に伴い会計処理方法の統一を図
ることを目的に行ったものであります。
　これにより、従来の方法に比較して営業利益は2百万円減
少し、経常利益は17百万円増加しております。

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

 （連結損益計算書）

1.  前連結会計年度まで営業外費用「その他」に含め

  て表示しておりました「現金過不足」については、当

  連結会計年度において営業外費用の100分の10を超え

  たため、当連結会計年度より「現金過不足」として

  表示しております。なお、前連結会計年度の現金過

  不足の金額は、３百万円です。 

   2.  前連結会計年度まで営業外費用「その他」に含めて　

　　 表示しておりました「解体撤去費用」については、当

     連結会計年度において営業外費用の100分の10を超え

     たため、当連結会計年度より「解体撤去費用」として

     表示しております。なお、前連結会計年度の解体撤去

     費用の金額は、１百万円です。

  ――――――――――
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追加情報

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

（株式移転による経営統合）

　当社（提出会社）と㈱ドトールコーヒーは平成19年５月　

　

22日に、平成19年10月１日を期日として株式移転により㈱

ドトール・日レスホールディングス（以下「共同持株会

社」）を設立することについて株式移転計画書及び最終契

約書を締結しました。

  株式移転の承認は平成19年６月28日開催の当社の臨時株

主総会及び㈱ドトールコーヒーの定時株主総会においてな

されました。

(１)株式移転による経営統合の目的

  当社と㈱ドトールコーヒーは、補完性が高い両社の得意

分野を集結させ将来も競争力のある企業グループを形成す

るために、経営統合を行うことが両社の企業価値を最大限

向上させ、両社の株主、社員その他多くのステークホルダー

にとって最善の選択と考え、共同持株会社を設立すること

といたしました。

  統合にあたっては、両社の持つ経営資源とノウハウの有

効活用により、当社の強みである「食」と㈱ドトールコー

ヒーの強みである「飲」をさらに強化・発展させていくと

ともに、当社の業態開発力及び㈱ドトールコーヒーの店舗

展開力の融合による新たな価値創造を最大限発揮できる体

制を確立することで、グループ価値の最大化を推進してい

きます。

  両社は、相互の尊重と対等の精神のもと、積極的なコミュ

ニケーションと人事交流により、オープンでチャレンジン

グな組織風土を醸成することで、多様化したお客様の心の

奥底にある期待感に応えることのできる「外食業界におけ

る日本一のエクセレント・リーディングカンパニー」の地

位確立を目指して参ります。

(２)経営統合の趣旨

 ①株式移転の日程

　平成19年５月22日 　 　株式移転計画書の承認及び最終

　　　　　　　　　　　　契約書の締結

　平成19年６月28日　  　当社臨時株主総会における株式

                        移転計画書承認

　                    　㈱ドトールコーヒー定時株主総

                        会における株式移転計画書承認

  平成19年９月25日(予定)上場廃止（両社）

  平成19年10月１日(予定)株式移転効力発生日、共同持株

                        会社設立登記日及び共同持株会

                        社の上場日

  平成19年11月下旬(予定)共同持株会社株券交付日

　　ただし、株式移転の手続き上やむを得ない事由が生じ

  た場合は、両社間で協議の上、日程を変更する場合があ

  ります。

  ――――――――――
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前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

 ②株式移転比率

 Ａ．株主に対する株式の割当

　 当社
㈱ドトール

コーヒー

 株式移転比率 1.687 1.0

 （注1）当社の普通株式1株に対して共同持株会社の普通 

      株式1.687株、㈱ドトールコーヒーの普通株式1株に

      対して共同持株会社の普通株式1株を割当て交付し

      ます。但し、1株に満たない端数が生じた場合は、

      これを切り捨てます。また、上記株式移転比率は、

      算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合

      は、両社協議の上、変更することがあります。

  (注2) 共同持株会社の発行予定株式数 50,609,761株

     （平成19年3月末の両社発行済株式総数に基づく）

Ｂ.株式移転比率の算定根拠

  1）算定の基礎

       当社及び㈱ドトールコーヒーは、本株式移転に用

     いられる株式移転比率の算定にあたって公正性を期

     すため、当社は大和証券㈱（以下「大和証券」）、

　　 を㈱ドトールコーヒーは野村證券㈱（以下「野村證

     券」）を今回の経営統合のためのファイナンシャ　

　　 ル・アドバイザーとして任命しそれぞれ株式移転比

     率の算定を依頼し、株式移転比率算定書を受領いた

     しました。

　２)算定の経緯

       当社は、大和証券による株式移転比率の算定結果

     を参考に、㈱ドトールコーヒーは、野村證券による

     株式移転比率の算定結果を参考に、株式移転比率の

     妥当性について検討を行いました。

     　大和証券は、両社について市場株価法、ＤＣＦ

　　（ディスカウンテッド・キャッシュフロー）法、類似

　　 会社比較法等による分析を行いました。各分析にお

     ける分析結果は、以下のとおりです。

　 採用手法
株式移転比率の

評価レンジ

 ①  市場株価法 1.669～1.966

 ②  ＤＣＦ法 1.644～1.719

 ③  類似会社比較法 1.621～1.889

        なお、市場株価法については、平成19年4月20日を

      評価基準日として、1週間、1ヶ月間、3ヶ月間、及び

      6ヶ月間の終値平均株価及び出来高加重平均株価を採

      用いたしました。
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前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

        大和証券は、株式移転比率の算定に際して、両社 

      から提供を受けた情報及び公開情報を全て正確かつ

      完全なものとして採用しており、それらの一切の情

      報を独自に検証しておらず、両社及びその関係会社

      等の資産又は負債（偶発債務か否かを問いませ

      ん。）についても独自に評価、鑑定、査定を行って

      おりません。また、大和証券の価値算定は、本経営

      統合が全ての法律上、会計上、税務上の適正な手続

      きを経ていること、並びに算定書を提出した平成19

      年4月25日現在の金融情勢、市場、経済情勢等を反映

      していること、さらに、両社の利益計画並びに財務

      予測及び株式移転から生ずることが予測されるシナ

      ジー効果に関する情報については、その合理的な根

      拠に基づいて作成されており、かつ両社の経営陣の

      現時点で入手可能な最善の予測と判断を反映したも

      のであることを前提としております。

        野村證券は、両社について市場株価平均法、類似

      会社比較法及びＤＣＦ法による分析を行いました。 

      各分析における分析結果は、以下のとおりです。

　 採用手法
株式移転比率の

評価レンジ

 ①  市場株価平均法 1.67～1.76

 ②  類似会社比較法 1.59～1.79

 ③  ＤＣＦ法 1.61～1.89

        なお、市場株価平均法については、平成19年4月24

      日を評価基準日として、㈱ドトールコーヒーの市場

      株価の評価においては、評価基準日の株価、評価基

      準日から遡る1週間及び1ヶ月間の平均株価を採用い

      たしました。当社の市場株価の評価においては、評

      価基準日の株価、 「平成19年5月期　第3四半期財

      務・業績の概況」の発表日（平成19年4月12日）の翌

      営業日から評価基準日までの平均株価、評価基準日

      から遡る１週間及び１ヶ月間の平均株価を採用いた

      しました。野村證券は、株式移転比率の算定に際し

      て、両社から提供を受けた情報及び一般に公開され

      た情報等を原則としてそのまま採用し、採用したそ

      れらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なもの

      であることを前提としており、独自にそれらの正確

      性及び完全性の検証を行っておりません。また、両

      社とその関係会社の資産又は負債（偶発債務を含み

      ます。）について、個別の各資産及び各負債の分析

      及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っ

      ておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行

      っておりません。野村證券の比率算定は、平成19年4

      月24日現在までの情報と経済条件を反映したもので

      あります。
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前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

        当社は大和証券による株式移転比率の算定結果を

　　　を参考に、㈱ドトールコーヒーは野村證券による株　

　　　式移転比率の算定結果を参考に、それぞれ両社の財

　　　務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総

　　　合的に勘案し、両社で株式移転比率について慎重に

　　　協議を重ねた結果、最終的に上記株式移転比率が妥

　　　当であるとの判断に至り合意いたしました。

　　３)算定機関との関係

　　　　当社の算定機関である大和証券は、当社の関連当

　　　事者には該当いたしません。

　　　  ㈱ドトールコーヒーの算定機関である野村證券

      は、㈱ドトールコーヒーの関連当事者には該当いた

      しません。

Ｃ．株式会社が発行する予定の株式の種類及び数

　　　株式移転に際して共同持株会社が発行する予定の株

　　式の種類及び数は、普通株式50,609,761株でありま

　　す。また、一単元の株式数は、100株とする予定です。

(３)共同持株会社の概要

　①商号

　　  ㈱ドトール・日レスホールディングス

　②事業内容

　　　グループ全体の最適化を図るための、企画・運営・

　　管理等を行い、グループ全体の経営を統括する業務を

　　行います。

　③資本金　1,000百万円

(４)㈱ドトールコーヒーの概要

　①事業内容

　　　コーヒーの焙煎加工並びに販売及び食品の仕入れ、

　　販売及び輸出入及び飲食店の経営及びフランチャイズ

　　チェーンシステムによる飲食店の募集及び加盟店の指

　　導   
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年５月31日）

当連結会計年度
（平成20年２月29日）

　※１　　　　　　　――――――― 　※１　関連会社の株式

　 　　　　　　　関連会社の株式　　　 　　1,438百万円

　※２　担保に供している資産 　※２　担保に供している資産

建物及び構築物 55百万円

土地 235 

敷金保証金 240 

合計 532百万円

建物及び構築物 53百万円

土地 235 

敷金保証金 240 

合計 529百万円

　上記に対応する債務 　上記に対応する債務

長期借入金 142百万円

（うち一年以内返済予定長期

借入金）
(68)

合計 142百万円

長期借入金 90百万円

（うち一年以内返済予定長期

借入金）
(35)

合計 90百万円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 55百万円

その他 5 

合計 60百万円

建物及び構築物 39百万円

解体撤去費用他 17 

その他 4 

合計 61百万円

※２　　　　　　―――――――――― ※２　店舗閉鎖損は直営店（５店舗）と事業所（１事業

所）の閉鎖に伴うものであります。

※３　当連結会計年度において、当社グループは、以下の資

産グループについて減損損失を計上しております。

 用途・場所
種別 減損損失(百万円)

店舗

　東京都　1店舗 

　大阪府　1店舗

　兵庫県　1店舗

建物及び　

構築物
14

 その他 1

 合計 16

※３　当連結会計年度において、当社グループは、以下の資

産グループについて減損損失を計上しております。

 用途・場所
種別 減損損失(百万円)

店舗

　東京都　 1店舗 

　神奈川県 1店舗

建物及び　

構築物
13

 その他 1

 合計 14

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、店舗を基本とした資産のグルーピング

を行っております。

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、店舗を基本とした資産のグルーピング

を行っております。

 　営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである

資産グループの帳簿価額を回収可能額まで減額し、当

該減少額を減損損失（16百万円）として特別損失に計

上しております。なお、回収可能額は正味売却価額を使

用しております。

 　営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである

資産グループの帳簿価額を回収可能額まで減額し、当

該減少額を減損損失（14百万円）として特別損失に計

上しております。また、当期から資産グループの回収価

額は固定資産の使用価値により測定しており、将来

キャッシュフローを資本コストの６％で割り引いて算

出しております。この変更は経営統合に回収可能額の

算定方法の統一を図ることを目的に行ったものであり

ます。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

 前連結会計年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

 １．発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び総数に関する事項

　

前連結会計年度末

株式数

（株）

当連結会計年度

増加株式数

（株）

当連結会計年度

減少株式数

（株）

当連結会計年度末

株式数

（株）

 発行済株式     

 　　普通株式　　 15,000,000 ― ― 15,000,000

 　　　　合計 15,000,000 ― ― 15,000,000

 自己株式     

 　　普通株式　　 186 ― ― 186

 　　　　合計 186 ― ― 186
 ２．配当に関する事項

 （１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年８月29日

定時株主総会
普通株式 179 12  平成18年５月31日  平成18年８月30日

平成19年１月12日

取締役会
普通株式 179 12  平成18年11月30日  平成19年２月13日

 （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資 

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成19年８月28日

定時株主総会
普通株式 179 利益剰余金 12  平成19年５月31日  平成19年８月29日

 当連結会計年度（自　平成19年６月１日　至　平成20年２月29日）

 １．発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び総数に関する事項

　

前連結会計年度末

株式数

（株）

当連結会計年度

増加株式数

（株）

当連結会計年度

減少株式数

（株）

当連結会計年度末

株式数

（株）

 発行済株式     

 　　普通株式　　 15,000,000 ― 186 14,999,814

 　　　　合計 15,000,000 ― 186 14,999,814

 自己株式     

 　　普通株式　　 186 146 332 －

 　　　　合計 186 146 332 －

 （注）１．発行済株式の普通株式の減少は、取締役会決議による自己株式の消却による減少186株であります。

　　　 ２．自己株式の普通株式の減少332株は、取締役会決議による自己株式の消却による減少186株、株式移転による

　　　　　 自己株式の減少146株であります。

 ２．配当に関する事項

 　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成19年８月28日

定時株主総会
普通株式 179 12.0  平成19年５月31日  平成19年８月29日

平成20年２月25日

臨時株主総会
普通株式 799 53.33  平成20年２月25日  平成20年２月26日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成19年５月31日現在） （平成20年２月29日現在）

現金及び預金勘定 10,895百万円

現金及び現金同等物 10,895百万円

現金及び預金勘定 6,427百万円

現金及び現金同等物 6,427百万円

（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

有形固定資産
その他
(工具、器具及
び備品)

50 43 6

 ――――――――――

２．未経過リース料期末残高相当額等　

未経過リース料期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額等　

未経過リース料期末残高相当額

１年内 7百万円

合計 7百万円

 ――――――――――

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 21百万円

減価償却費相当額 19百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 7百万円

減価償却費相当額 6百万円

支払利息相当額 0百万円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

同左

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

同左

（減損損失について） （減損損失について）

　　リース資産に配分された減損損失はありません。 同左
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度（平成19年５月31日） 当連結会計年度（平成20年２月29日）

取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 519 857 338 312 449 136

(2）債券       

①　国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

②　社債 ― ― ― ― ― ―

③　その他 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 519 857 338 312 449 136

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 154 127 △26 477 381 △95

(2）債券       

①　国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

②　社債 ― ― ― ― ― ―

③　その他 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 154 127 △26 477 381 △95

合計 673 985 312 789 831 41

（注）　当連結会計年度において、「その他有価証券で時価のあるもの」の「株式」について、19百万円減損処理を行っ

　　　ており、減損処理後の帳簿価額を「取得原価」欄に記載しております。

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分
前連結会計年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

売却額（百万円） 323 12

売却益の合計額（百万円） 104 2
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

(1）取引の内容 (1）取引の内容

　　　利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では通貨

オプション取引、金利関連では金利スワップ取引であ

ります。

　　　利用しているデリバティブ取引は、金利関連で金利ス

ワップ取引であります。

(2）取引に対する取組方針 (2）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によ

るリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。

同左

(3）取引の利用目的 (3）取引の利用目的

　デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債務

の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図

る目的で、また金利関連では借入金利の将来の金利市

場における利率上昇による変動リスクを回避する目

的で利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

同左

イ．ヘッジ会計の方法 イ．ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

　金利スワップについて、特例処理の要件を満たし

ている場合は、特例処理を採用しております。

同左

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…同左

ハ．ヘッジ方針 ハ．ヘッジ方針

　金利リスクの低減と金融収支改善のため、対象債

務の範囲内でヘッジを行っております。 

 同左

ニ．ヘッジの有効性評価の方法 ニ．ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性の判定時点までの期間に

おいて、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断してお

ります。

　ただし、特例処理によっている金利スワップにつ

いては、有効性の評価を省略しております。

同左

(4）取引に係るリスクの内容 (4）取引に係るリスクの内容

　　　通貨オプション取引は為替相場の変動によるリスク

を、金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスク

を有しておりますが、これらはヘッジ対象取引に係る

リスクと相殺される性格のものであります。また、相

手先金融機関の契約不履行によるリスクは少ないと

認識しております。

　　　金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有

しておりますが、これらはヘッジ対象取引に係るリス

クと相殺される性格のものであります。また、相手先

金融機関の契約不履行によるリスクは少ないと認識

しております。

(5）取引に係るリスク管理体制 (5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、財務

担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

同左

２．取引の時価等に関する事項

ヘッジ会計を適用しているため、デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益に関する事項は記載を

省略しております。

（退職給付関係）
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１．採用している退職給付制度の概要

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

当社グループは、確定給付型の制度として、退職一時金制

度を採用しております。

同左

２．退職給付債務およびその内訳

 
前連結会計年度

（平成19年５月31日）
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

(1）退職給付債務（百万円）  △243  △254 

(2）年金資産（百万円）  ―   ―   

(3）未積立退職給付債務（百万円）(1)＋(2)  △243  △254 

(4）会計基準変更時差異の未処理額
（百万円）

 ―   ―   

(5）未認識数理計算上の差異（百万円）  △9  △5 

(6）未認識過去勤務債務（百万円）  ―    ―   

(7）連結貸借対照表計上額純額（百万円）
(3)＋(4)＋(5)＋(6)  △252  △259 

(8）前払年金費用（百万円）  ―    ―   

(9）退職給付引当金（百万円）(7)－(8)  △252  △259 

３．退職給付費用の内訳

 
前連結会計年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

退職給付費用（百万円）  38  29 

(1）勤務費用（百万円）  35  27 

(2）利息費用（百万円）  5  4 

(3）数理計算上の差異の費用処理額
（百万円）

 △3  △1 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度

（平成19年５月31日）
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

(1）割引率（％） 2.5 同左

(2）退職給付見込額の期間配分方法 　　　 期間定額基準 同左

(3）数理計算上の差異の処理年数（年） 5 同左
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（ストック・オプション等関係）

 該当事項はありません。

（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年５月31日）

当連結会計年度
（平成20年２月29日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

（繰延税金資産）   

土地評価差額 129百万円

賞与引当金 181 

未払事業税 113 

役員退職慰労引当金 106 

退職給付引当金 102 

その他 156 

繰延税金資産合計 791 

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 129 

繰延税金負債合計 129 

繰延税金資産の純額 661百万円

（繰延税金資産）   

土地評価差額 129百万円

賞与引当金 124 

未払事業税 28 

役員退職慰労金未払額 107 

退職給付引当金 105 

その他 174 

繰延税金資産合計 671 

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 24 

繰延税金負債合計 24 

繰延税金資産の純額 646百万円

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

 当連結会計年度

 （平成19年５月31日）

流動資産－繰延税金資産        348百万円

固定資産－繰延税金資産        386百万円

固定負債－繰延税金負債       73百万円

 当連結会計年度

 （平成20年２月29日）

流動資産－繰延税金資産        228百万円

固定資産－繰延税金資産        437百万円

固定負債－繰延税金負債      18百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主な項目の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主な項目の内訳

     　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下で

あるため、注記を省略しております。

  同左
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（セグメント情報）

事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

　外食事業の売上高、営業利益及び資産の額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資

産の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。

当連結会計年度（自　平成19年６月１日　至　平成20年２月29日）

　外食事業の売上高、営業利益及び資産の額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資

産の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。

所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

　在外連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年６月１日　至　平成20年２月29日）

　在外連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

海外売上高

前連結会計年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年６月１日　至　平成20年２月29日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自平成18年６月１日　至平成19年５月31日）

役員及び個人主要株主等

①　当社と関連当事者との取引

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
自己の計算に
おいて所有し
ている会社等

(株)マダ
ムヒロ
(注3,4)

東京都世
田谷区

10
不動産賃
貸業

（被所有）
直接14.7

役員１
名

店舗の
賃借

賃借料の支
払(注２)

14
敷金保
証金

13

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
自己の計算に
おいて所有し
ている会社等

(株)エム
フーズ
(注５）

三重県度
会郡玉城
町

10
食材卸売
業及び飲
食業

― ―

店舗の
運営委
託

ＦＣ料等
(注２)

4 売掛金 0

食材の
仕入

食材の仕入
(注２)

11 買掛金 2

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
自己の計算に
おいて所有し
ている会社等

ミマス
(株)
(注６）

三重県度
会郡玉城
町

150 繊維業
（被所有）
直接 0.3

―

     

倉庫の
賃借等

賃借料の支
払(注２)

21 未払金 3

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(a）ＦＣ料等については、一般の取引と同様に決定しております。

(b）賃借料については、近隣の相場を参考にしております。

(c）食材の仕入については、一般取引条件と同様に決定しております。

３．（株）マダムヒロは、「法人主要株主」「個人主要株主及びその近親者が議決権の過半数を自己の計算にお

いて所有している会社等」にも該当しております。

４．（株）マダムヒロは、当社代表取締役会長　大林豁史及びその近親者が議決権の100％を直接所有しておりま

す。なお、店舗の賃借については、家主と直接賃借とするよう契約者変更を交渉中であります。

５．（株）エムフーズは、当社子会社であるエフアンドエフシステム（株）の取締役である廣瀬公三の近親者が

議決権の100％を自己の計算において所有している会社であります。廣瀬公三は提出会社の役員ではありま

せんが当社グループの役員であるため、役員に準ずる者として、（株）エムフーズとの取引を開示しており

ます。

６．ミマス（株）は、当社子会社であるエフアンドエフシステム（株）の取締役である廣瀬公三の近親者が議決

権の過半数を自己の計算において所有している会社であります。廣瀬公三は提出会社の役員ではありません

が当社グループの役員であるため、役員に準ずる者として、ミマス（株）との取引を開示しております。
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②　子会社と関連当事者との取引

子会社名 氏名 属性 住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権の
所有(被
所有)の
割合

(％)

関係内容

取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残
高

(百万円)役員の
兼任等

事業上
の関係

エフアン
ドエフシ
ステム
(株)

(株)エム
フーズ
(注３)

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
自己の計算に
おいて所有し
ている会社等

三重県
度会郡
玉城町

10
食材卸売
業及び飲
食業

― ―
食材の
仕入

食材の
仕入
(注２)

10 買掛金 3

日本レス
トランデ
リバリー
(株)

(株)エム
フーズ
(注３)

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
自己の計算に
おいて所有し
ている会社等

三重県
度会郡
玉城町

10
食材卸売
業及び飲
食業

― ―
食材の
販売及
び仕入

食材の
販売
(注２)

45 売掛金 4

食材の
仕入
(注２)

0 買掛金 0

日本レス
トランベ
ジ(株)

(株)エム
フーズ
(注３)

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
自己の計算に
おいて所有し
ている会社等

三重県
度会郡
玉城町

10
食材卸売
業及び飲
食業

― ―
食材の
販売及
び仕入

食材の
販売
(注２)

5 売掛金 0

食材の
仕入
(注２)

28 買掛金 7

日本レス
トラン
サービス
(株)

(株)エム
フーズ
(注３)

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
自己の計算に
おいて所有し
ている会社等

三重県
度会郡
玉城町

10
食材卸売
業及び飲
食業

― ―
洗剤等
の販売

洗剤等
の販売
(注２)

5 売掛金 0

日本レス
トランサ
プライ
(株)

(株)エム
フーズ
(注３)

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
自己の計算に
おいて所有し
ている会社等

三重県
度会郡
玉城町

10
食材卸売
業及び飲
食業

― ―
食材の
仕入

食材の
仕入
(注２)

0 買掛金 0

日本レス
トランプ
ロダクツ
(株)

(株)エム
フーズ
(注３)

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
自己の計算に
おいて所有し
ている会社等

三重県
度会郡
玉城町

10
食材卸売
業及び飲
食業

― ―
食材の
仕入

食材の
仕入
(注２)

0 買掛金 0

日本レス
トランプ
ロダクツ
(株)

ミマス
(株)
(注４)

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
自己の計算に
おいて所有し
ている会社等

三重県
度会郡
玉城町

150 繊維業
（被所有）
直接 0.3

―
不動産
の賃借
等

賃借料
の支払
(注２)

10 未払金 1

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(a）食材、洗剤等の販売については、市場価格を参考にしております。

(b）賃借料については、近隣の相場を参考にしております。

(c）食材の仕入については、一般取引条件と同様に決定しております。

３．（株）エムフーズは、当社子会社であるエフアンドエフシステム（株）の取締役である廣瀬公三の近親者が

議決権の100％を自己の計算において所有している会社であります。廣瀬公三は提出会社の役員ではありま

せんが当社グループの役員であるため、役員に準ずる者として、（株）エムフーズとの取引を開示しており

ます。

４．ミマス（株）は、当社子会社であるエフアンドエフシステム（株）の取締役である廣瀬公三の近親者が議決

権の過半数を自己の計算において所有している会社であります。廣瀬公三は提出会社の役員ではありません

が当社グループの役員であるため、役員に準ずる者として、ミマス（株）との取引を開示しております。

当連結会計年度（自平成19年６月１日　至平成20年２月29日）

役員及び個人主要株主等

①　当社と関連当事者との取引
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属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
自己の計算に
おいて所有し
ている会社等

(株)マダ
ムヒロ
(注3,4)

東京都世
田谷区

10
不動産賃
貸業

―
役員１
名

店舗の
賃借

賃借料の支
払(注２)

10 ― ―

― ―
敷金保
証金

13

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
自己の計算に
おいて所有し
ている会社等

(株)エム
フーズ
(注５）

三重県度
会郡玉城
町

10
食材卸売
業及び飲
食業

― ―

店舗の
運営委
託

ＦＣ料等
(注２)

4 売掛金 0

食材の
仕入

食材の仕入
(注２)

8 買掛金 1

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
自己の計算に
おいて所有し
ている会社等

ミマス
(株)
(注６）

三重県度
会郡玉城
町

150 繊維業 ― ―

     

倉庫の
賃借等

賃借料の支
払(注２)

17 未払金 3

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(a）ＦＣ料等については、一般の取引と同様に決定しております。

(b）賃借料については、近隣の相場を参考にしております。

(c）食材の仕入については、一般取引条件と同様に決定しております。

３．（株）マダムヒロは、「法人主要株主」「個人主要株主及びその近親者が議決権の過半数を自己の計算にお

いて所有している会社等」にも該当しております。

４．（株）マダムヒロは、当社代表取締役会長　大林豁史及びその近親者が議決権の100％を直接所有しておりま

す。なお、店舗の賃借については、家主と直接賃借とするよう契約者変更を交渉中であります。

５．（株）エムフーズは、当社子会社であるエフアンドエフシステム（株）の取締役である廣瀬公三の近親者が

議決権の100％を自己の計算において所有している会社であります。廣瀬公三は提出会社の役員ではありま

せんが当社グループの役員であるため、役員に準ずる者として、（株）エムフーズとの取引を開示しており

ます。

６．ミマス（株）は、当社子会社であるエフアンドエフシステム（株）の取締役である廣瀬公三の近親者が議決

権の過半数を自己の計算において所有している会社であります。廣瀬公三は提出会社の役員ではありません

が当社グループの役員であるため、役員に準ずる者として、ミマス（株）との取引を開示しております。
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②　子会社と関連当事者との取引

子会社名 氏名 属性 住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権の
所有(被
所有)の
割合

(％)

関係内容

取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残
高

(百万円)役員の
兼任等

事業上
の関係

エフアン
ドエフシ
ステム
(株)

(株)エム
フーズ
(注３)

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
自己の計算に
おいて所有し
ている会社等

三重県
度会郡
玉城町

10
食材卸売
業及び飲
食業

― ―
食材の
仕入

食材の
仕入
(注２)

7 買掛金 3

日本レス
トランデ
リバリー
(株)

(株)エム
フーズ
(注３)

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
自己の計算に
おいて所有し
ている会社等

三重県
度会郡
玉城町

10
食材卸売
業及び飲
食業

― ―
食材の
販売及
び仕入

食材の
販売
(注２)

36 売掛金 3

食材の
仕入
(注２)

0 買掛金 0

日本レス
トランベ
ジ(株)

(株)エム
フーズ
(注３)

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
自己の計算に
おいて所有し
ている会社等

三重県
度会郡
玉城町

10
食材卸売
業及び飲
食業

― ―
食材の
販売及
び仕入

食材の
販売
(注２)

3 売掛金 0

食材の
仕入
(注２)

24 買掛金 8

日本レス
トラン
サービス
(株)

(株)エム
フーズ
(注３)

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
自己の計算に
おいて所有し
ている会社等

三重県
度会郡
玉城町

10
食材卸売
業及び飲
食業

― ―
洗剤等
の販売

洗剤等
の販売
(注２)

2 売掛金 0

日本レス
トランサ
プライ
(株)

(株)エム
フーズ
(注３)

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
自己の計算に
おいて所有し
ている会社等

三重県
度会郡
玉城町

10
食材卸売
業及び飲
食業

― ―
食材の
仕入

食材の
仕入
(注２)

0 買掛金 0

日本レス
トランプ
ロダクツ
(株)

(株)エム
フーズ
(注３)

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
自己の計算に
おいて所有し
ている会社等

三重県
度会郡
玉城町

10
食材卸売
業及び飲
食業

― ―
食材の
仕入

食材の
仕入
(注２)

0 買掛金 0

日本レス
トランプ
ロダクツ
(株)

ミマス
(株)
(注４)

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
自己の計算に
おいて所有し
ている会社等

三重県
度会郡
玉城町

150 繊維業 ― ―
不動産
の賃借
等

賃借料
の支払
(注２)

9 未払金 1

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(a）食材、洗剤等の販売については、市場価格を参考にしております。

(b）賃借料については、近隣の相場を参考にしております。

(c）食材の仕入については、一般取引条件と同様に決定しております。

３．（株）エムフーズは、当社子会社であるエフアンドエフシステム（株）の取締役である廣瀬公三の近親者が

議決権の100％を自己の計算において所有している会社であります。廣瀬公三は提出会社の役員ではありま

せんが当社グループの役員であるため、役員に準ずる者として、（株）エムフーズとの取引を開示しており

ます。

４．ミマス（株）は、当社子会社であるエフアンドエフシステム（株）の取締役である廣瀬公三の近親者が議決

権の過半数を自己の計算において所有している会社であります。廣瀬公三は提出会社の役員ではありません

が当社グループの役員であるため、役員に準ずる者として、ミマス（株）との取引を開示しております。
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（企業結合等関係）

 該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額      2,034円13銭

１株当たり当期純利益      237円69銭

１株当たり純資産額 2,118円04銭

１株当たり当期純利益 159円58銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

当期純利益（百万円） 3,565 2,393

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,565 2,393

期中平均株式数（千株） 14,999 14,999

（重要な後発事象）

          該当事項はありません。
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⑤　連結附属明細表

社債明細表

　該当事項はありません。

借入金等明細表

区分
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 －  － －

一年以内に返済予定の長期借入金 616 100 1.26 －

長期借入金（一年以内に返済予定のものを除く。） 82 55 2.95 平成22年

その他の有利子負債     

長期未払金（１年以内） 2 － － －

長期未払金（１年超） － － － －

計 702 155 － －

　（注）１．平均利率については、期末時点の借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）及びその他の有利子負債（１年以内に返済予定のものを

除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 22 33 － －

その他の有利子負債 － － － －

合計 22 33 － －
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ３月１日から２月末日まで

定時株主総会 ５月中

基準日 ２月末日

株券の種類 100株券　1,000株券　10,000株券

剰余金の配当の基準日 ２月末日、８月３１日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え  

取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社

取次所
みずほ信託銀行株式会社　全国各支店

 　 みずほインベスターズ証券株式会社　本店及び全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 株券１枚につき50円に印紙税相当額を加えた額

単元未満株式の買取り及び買増
し

 

取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社

取次所
みずほ信託銀行株式会社　全国各支店

 　 みずほインベスターズ証券株式会社　本店及び全国各支店

買取手数料及び買増し手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法
電子公告により行います。ただし、電子公告によることができない事故その
他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。
電子公告掲載URL　http://www.dnh.co.jp/koukoku/index.html

株主に対する特典

毎年２月末日現在の株主に対し「ご優待製品」を贈呈する
　
１　優待内容　(1）2,500円相当の当社グループ製品
　　　　　　　(2）4,500円相当の当社グループ製品
２　贈呈基準　(1）100株以上500株未満を所有する株主
　　　　　　　(2）500株以上を所有する株主
３　贈呈時期　　　６月上旬（予定）

 （注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて

　　　 募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権

　　　 を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　　当社は、親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　自己株券買付状況報告書（法24条の６第１項に基づくもの）

 　 平成19年12月５日関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

 平成20年５月29日

株式会社ドトール・日レスホールディングス  

 取締役会　御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 山本　守　　　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 椿　　愼美　　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 杉山　昌明　　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 齊藤　文男　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ドトール・日レスホールディングスの平成19年３月１日から平成20年２月29日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属

明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務

諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ドトール・日レスホールディングス及び連結子会社の平成20年２月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結

会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

　　　その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 平成20年５月29日

株式会社ドトール・日レスホールディングス  

 取締役会　御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 山本　守　　　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 椿　　愼美　　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 杉山　昌明　　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 齊藤　文男　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ドトール・日レスホールディングスの平成19年10月１日から平成20年２月29日までの第１期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ド

トール・日レスホールディングスの平成20年２月29日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

　　　その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
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